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令和２年９月２日～９月１１日 

町議会定例会会議録 

 令和２年９月２日第５回上三川町議会定例会は、上三川町役場議場に招集された。 

１．応招議員は、次のとおりである。 

   第１番 田﨑 幸夫   第２番 鶴見 典明 

   第３番 篠塚 啓一   第４番 神藤 昭彦 

   第５番 小川 公威   第６番 志鳥 勝則 

   第７番 海老原友子   第８番 稲川  洋 

   第９番 勝山 修輔   第10番 田村  稔 

   第11番 津野田重一   第12番 稲見 敏夫 

   第13番 髙橋 正昭   第14番 石﨑 幸寛 

２．出席議員は、次のとおりである。 

   第１番 田﨑 幸夫   第２番 鶴見 典明 

   第３番 篠塚 啓一   第４番 神藤 昭彦 

   第５番 小川 公威   第６番 志鳥 勝則 

   第７番 海老原友子   第８番 稲川  洋 

   第９番 勝山 修輔   第10番 田村  稔 

   第11番 津野田重一   第12番 稲見 敏夫 

   第13番 髙橋 正昭   第14番 石﨑 幸寛 

３．欠席議員 

   なし 

４．職務のため本会議に出席した者は、次のとおりである。 

   議会事務局長 小島 賢一  書記（総務係長） 渡邉由紀子 

５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、次のとおりである。 

   町  長      星野 光利    副 町 長      和田 裕二 

   教 育 長      氷室  清    総務課長      石﨑  薫 

   企画課長      枝  淑子    税務課長      海老原昌幸 

   住民課長      星野 和弘    地域生活課長    大山 光夫 

   健康福祉課長    梅沢 正春    子ども家庭課長   田仲 進壽 

   農政課長兼農業委員会事務局長 小池 光男    商工課長      枝  博信 

   都市建設課長    鶴見 幸一    建築課長      柴  光治 

   上下水道課長    川島 勝也    会計管理者兼会計課長 保坂 文代 

   教育総務課長    吉澤 佳子    生涯学習課長    星野 光弘 

   代表監査委員    舘野 治信 

６．本会議の事件は、次のとおりである。 

   日程第１  会議録署名議員の指名 
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   日程第２  会期の決定 

   日程第３  報告第４号 令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

   日程第４  報告第５号 議会の委任による専決処分事項の報告について（工事請負契約の変更 

体育センター耐震補強・大規模改修工事） 

   日程第５  報告第６号 公益財団法人上三川町農業公社の経営状況について 

   日程第６  議案第60号 町長の専決処分事項の承認を求めることについて（令和２年度上三川

町一般会計補正予算（第４号）に関する専決処分） 

   日程第７  議案第61号 町長の専決処分事項の承認を求めることについて（令和２年度上三川

町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に関する専決処分） 

   日程第８  議案第62号 町長の専決処分事項の承認を求めることについて（令和２年度上三川

町水道事業会計補正予算（第１号）に関する専決処分） 

   日程第９  議案第63号 町長の専決処分事項の承認を求めることについて（令和２年度上三川

町下水道事業会計補正予算（第１号）に関する専決処分） 

   日程第10  議案第64号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

   日程第11  議案第65号 上三川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

   日程第12  議案第66号 字
あざ

の区域の変更について 

   日程第13  議案第67号 工事請負契約の締結について（庁舎外壁・建具・屋上防水改修工事

（１期工事）） 

   日程第14  議案第68号 上三川町税条例等の一部改正について 

   日程第15  議案第69号 上三川町国民健康保険税条例の一部改正について 

   日程第16  議案第70号 上三川町手数料条例の一部改正について 

   日程第17  議案第71号 上三川町放課後児童クラブの指定管理者の指定について 

   日程第18  議案第72号 令和２年度上三川町一般会計補正予算（第５号） 

   日程第19  議案第73号 令和２年度上三川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

   日程第20  議案第74号 令和２年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   日程第21  議案第75号 令和２年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

   日程第22  議案第76号 令和２年度上三川町水道事業会計補正予算（第２号） 

   日程第23  議案第77号 令和元年度上三川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

   日程第24  議案第78号 令和元年度上三川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   日程第25  議案第79号 令和元年度上三川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   日程第26  議案第80号 令和元年度上三川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

   日程第27  議案第81号 令和元年度上三川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
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   日程第28  議案第82号 令和元年度上三川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

   日程第29  議案第83号 令和元年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて
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午前１０時００分 開議 

○議長【石﨑幸寛君】 皆さん、ご起立願います。 

（全員起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 おはようございます。 

（議員・執行部 一同礼） 

○議長【石﨑幸寛君】 ご着席ください。 

 令和２年第５回上三川町議会定例会の開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本定例会は、令和元年度決算を審議する大変重要な会議であります。議員各位には慎重に審議を尽く

され、町民の負託に応えられますよう期待いたします。また、議会運営につきましてもご協力をお願い

申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

 ただいまから令和２年第５回上三川町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 なお、議場が暑くなっておりますので、上着の脱衣を許します。 

 ただいま出席している議員は１４人です。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 日程に入る前に諸般の報告をいたします。 

 議会事務局長に報告させます。局長。 

○議会事務局長【小島賢一君】 それでは、諸般の報告をいたします。 

 まず、議案書の差し替えがございます。内容は、全員協議会でも報告いたしました上三川町農業公社

の経営状況について、報告第６号として追加になったものでございます。 

 次に、監査関係では、例月現金出納検査結果が、令和２年５月分から７月分までの３か月分、令和２

年７月に実施されました財政援助団体等監査結果報告が提出されております。 

 また、組合議会関係では、令和２年第２回石橋地区消防組合議会臨時会の審議結果が提出されており

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長【石﨑幸寛君】 諸般の報告内容につきましては、お手元に配付の資料のとおりであります。 

 日程に入ります。本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 日程第１、会議録署名議員の指名を議題といたします。 

 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員に、９番・勝山修輔君、１０番・田村 稔君を指

名いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 本定例会の会期につきましては、過日、議会運営委員会で慎重に審議され、お手元に配付のとおりで

あります。 

 会期日程案について、議会運営委員長の報告を求めます。１０番、議会運営委員長、田村 稔君。 
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（１０番・議会運営委員長 田村 稔君 登壇） 

○１０番・議会運営委員長【田村 稔君】 本日招集されました令和２年第５回町議会定例会の会期・

運営につきまして議長より諮問され、８月１１日及び２７日に議会運営委員会を開き協議をしましたの

で、その結果についてご報告いたします。 

 本定例会に執行部から付議された案件は、報告３件、議案２４件で、一般質問通告者については９人

であります。 

 会期につきましては、新型コロナウイルス感染症に対する対応として会期を短縮し、本日９月２日か

ら１１日までの１０日間といたしました。 

 １日目の本日は、会期の決定後、執行部からの報告、議案の全てを上程し、議案第６０号から議案

第６３号、議案第６５号から議案第７１号及び補正予算である議案第７２号から議案第７６号について

は、委員会付託を省き、提案理由説明後、全体質疑・討論を行い、本日採決をお願いいたします。 

 また、人事案件である議案第６４号については、質疑・討論を省き採決をお願いいたします。 

 議案第７７号から議案第８３号までの各会計決算の認定については、提案説明後、全体質疑を行い、

議会の運営に関する要綱第２６条の規定に基づき決算特別委員会を設置し、３日間の予定で審査をお願

いいたします。 

 なお、決算特別委員会の委員につきましては、各常任委員会から３人を選考していただき、副議長を

加え、計７人でお願いしたいということで議会運営委員会において決定をいたしました。本会議の中で

委員会設置の際に、議長からお諮りいただきたいと思います。 

 ２日目は一般質問を行い、３日目は休会といたします。 

 ６日目から８日目は決算特別委員会を開き、令和元年度決算の審査をお願いいたします。 

 なお、決算特別委員会の開会は午前９時でお願いいたします。 

 ９日目は休会としますが、９日目においては委員会の審査結果報告書の作成日といたしましたので、

決算特別委員長は報告書の取りまとめをお願いいたします。 

 １０日目を最終日として、委員長より付託案件の審査結果報告を頂き、質疑、討論、採決を行い、全

議案を議了したいと思います。また、最終日に議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査、委員会案につ

いて、採決をお願いいたします。 

 なお、諸般の都合で日程に変更があった場合は、議長において取り計らいをお願いいたします。 

 以上をもちまして、議会運営委員会としての報告を終わります。 

○議長【石﨑幸寛君】 お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長報告のとおり、本日から１１日

までの１０日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から１１日までの１０日間と決

定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 日程第３、報告第４号「令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついて」から、日程第５、報告第６号「公益財団法人上三川町農業公社の経営状況について」を議題と
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いたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました報告第４号「令和元年度健全化判断比率及び資金不

足比率の報告について」、ご説明いたします。 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、健全

化判断比率及び資金不足比率を監査委員に審査いただき、その意見を付して議会に報告し公表すること

とされておりますので、ここに報告するものでございます。 

 健全化判断比率につきましては、実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字がありませんので該当な

しとなり、実質公債費比率は５.１％、将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回るため該

当なしとなりました。また、資金不足比率のうち、水道事業会計、下水道事業会計及び農業集落排水事

業特別会計のいずれも資金の不足額が生じていないため該当なしとなりました。 

 また、いずれの指標も早期健全化基準または経営健全化基準を下回っておりますので、本町の財政は

健全と言えるものでございます。今後もこれらの指標を踏まえながら健全な財政運営に努めてまいりま

す。 

 次に、報告第５号の「議会の委任による専決処分事項の報告について」、ご説明いたします。 

 令和元年９月２０日に工事請負契約を締結いたしました体育センター耐震補強・大規模改修工事にお

いて、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において指定されている事項について、変更請

負契約の締結を専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

 次に、報告第６号「公益財団法人上三川町農業公社の経営状況について」、ご説明いたします。 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、上三川町農業公社の経営状況について、当該法人の

毎事業年度の事業計画及び決算を議会に報告するものであります。農業公社の令和元年度の決算額は、

経常収益計２,３４７万１,１５６円、経常費用計２,３１２万９,４１５円でございます。また、令和２

年度の予算額は、経常収益計２,３３４万４,０００円、経常費用計２,３５４万円でございます。不足

額の１９万６,０００円につきましては、経常外の一般正味財産より補填するものでございます。 

 農業公社の経営状況についての詳細は、お手元の資料をご覧いただきたいと存じます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長【石﨑幸寛君】 提案理由の説明が終わりましたが、報告第４号から報告第６号は、これをもっ

て終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 日程第６、議案第６０号「町長の専決処分事項の承認を求めることについて

（令和２年度上三川町一般会計補正予算（第４号）に関する専決処分）」から、日程第９、議案第６３

号「町長の専決処分事項の承認を求めることについて（令和２年度上三川町下水道事業会計補正予算

（第１号）に関する専決処分）」までの４議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 
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○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第６０号「町長の専決処分事項の承認を求める

ことについて」、ご説明いたします。 

 「令和２年度上三川町一般会計補正予算（第４号）」につきましては、国の２次補正予算における新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受けて、事業継続や雇用維持等への対応及び「新し

い生活様式」等への対応を図るため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、７月１０日付で専

決処分を行ったものでございます。 

 歳入につきましては、国庫補助金で学校保健特別対策支援事業費の増額補正をし、歳出につきまして

は、総務費、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費において、それぞれ新

型コロナウイルス感染症対応に係る事業費の増額補正をいたしました。この結果、歳入歳出予算の総額

に５,９１７万３,０００円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を１５２億３,８９８万円としたも

のでございます。 

 次に、議案第６１号「町長の専決処分事項の承認を求めることについて」、ご説明いたします。 

 「令和２年度上三川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」につきましては、国の２次補

正予算における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受けて、事業継続や雇用維持等へ

の対応及び「新しい生活様式」等への対応を図るため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ

き、７月１０日付で専決処分を行ったものでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響に係る農業集落排水使用料の減免に対する財源の組替えを行ったも

のであり、既定の歳入歳出予算の総額３億２,９００万円に変更はございません。 

 次に、議案第６２号「町長の専決処分事項の承認を求めることについて」、ご説明いたします。 

 「令和２年度上三川町水道事業会計補正予算（第１号）」につきましては、国の２次補正予算におけ

る新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受けて、事業継続や雇用維持等への対応及び

「新しい生活様式」等への対応を図るため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、７月１０日

付で専決処分を行ったものでございます。 

 収益的収入における増額補正４万１,０００円の内容は、水道料金の減免に係る水道料金収入の減額

及び他会計補助金の増額によるものでございます。収益的支出における増額補正４万２,０００円の内

容は、水道料金の減免に係る通信運搬費の増額によるものでございます。 

 次に、議案第６３号「町長の専決処分事項の承認を求めることについて」、ご説明いたします。 

 「令和２年度上三川町下水道事業会計補正予算（第１号）」につきましては、国の２次補正予算にお

ける新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受けて、事業継続や雇用維持等への対応及び

「新しい生活様式」等への対応を図るため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、７月１０日

付で専決処分を行ったものでございます。 

 収益的収入における補正増額２,０００円の内容は、下水道使用料減免に対して下水道使用料を減額

し、他会計補助金を増額したものでございます。収益的支出における補正増額２,０００円の内容は、

下水道使用料減免に対する通信運搬費を増額したものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。 

○議長【石﨑幸寛君】 提案理由の説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑ございません
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か。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから順次、採決いたします。 

 まず初めに、議案第６０号「町長の専決処分事項の承認を求めることについて」を承認することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立多数です。したがって、議案第６０号は承認することに決定いたしました。 

 次に、議案第６１号「町長の専決処分事項の承認を求めることについて」を承認することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第６１号は承認することに決定いたしました。 

 次に、議案第６２号「町長の専決処分事項の承認を求めることについて」を承認することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第６２号は承認することに決定いたしました。 

 次に、議案第６３号「町長の専決処分事項の承認を求めることについて」を承認することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第６３号は承認することに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 日程第１０、議案第６４号「教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第６４号「教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについて」、ご説明いたします。 

 来る９月３０日をもちまして、教育委員の関 美恵氏が任期満了を迎えるために、関氏に今後も教育

委員をお願いしたいと考え、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、

任命について議会の同意を求めるものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、ご同意くださいますようお願いいたします。 

○議長【石﨑幸寛君】 提案理由の説明が終わりましたが、本件につきましては、質疑・討論を省略し

直ちに採決したいと思います。ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 異議なしと認めます。したがって、議案第６４号は、質疑・討論を省略するこ

とに決定いたしました。 

 これから採決いたします。議案第６４号「教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」、

これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第６４号は同意することに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 日程第１１、議案第６５号「上三川町職員の育児休業等に関する条例の一部改

正について」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第６５号「上三川町職員の育児休業等に関する

条例の一部改正について」、ご説明いたします。 

 本案件は、会計年度任用職員制度が施行されたことに伴い、実態としての継続勤務の状況にある会計

年度任用職員に育児休業制度を適用させるため、本条例の一部を改正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【石﨑幸寛君】 提案理由の説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。稲見敏夫君。 

○１２番【稲見敏夫君】 当町においてですね、これに、その条項に該当する職員というのはおるんで

しょうか。 

○議長【石﨑幸寛君】 執行部の答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 今回の条例改正に適用になります職員については、非常勤職員ということ

でなってございます。会計年度任用職員ということにつきましては、令和２年度の当初予算において

は１００人程度の予算を確保しているところでございます。あくまで非常勤職員ということでございま

すので、確定はしてないという状況でございます。 

 以上です。 

○議長【石﨑幸寛君】 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 議案第６５号「上三川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」を原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 日程第１２、議案第６６号「字
あざ

の区域の変更について」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第６６号「字
あざ

の区域の変更について」、ご説明

いたします。 

 本案件は、上三川インター南産業団地整備事業において、区画等の形状に合わせた合筆等を行うため、

地方自治法第２６０条第１項の規定に基づき、字
あざ

の区域の変更を行うものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【石﨑幸寛君】 提案理由の説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 議案第６６号「字
あざ

の区域の変更について」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 日程第１３、議案第６７号「工事請負契約の締結について」を議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第６７号「工事請負契約の締結について」、ご

説明いたします。 

 本案件は、上三川町大字しらさぎ一丁目１番地の庁舎外壁、建具、屋上防水改修工事を実施するため

の工事請負契約で、地方自治法及び町条例の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約に当たりますの

で、上程するものでございます。 

 契約の内容は、契約金額１億４,５２０万円で、契約の相手方は「鈴木屋・東部特定建設工事共同企

業体」でございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【石﨑幸寛君】 提案理由の説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はありません



11 

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 議案第６７号「工事請負契約の締結について」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 日程第１４、議案第６８号「上三川町税条例等の一部改正について」を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第６８号「上三川町税条例等の一部改正につい

て」、ご説明いたします。 

 本案件は、「地方税法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、本町におきましても同様の措置を講

ずるため、本条例の一部を改正するものでございます。 

 主な改正内容につきましては、個人町民税における未婚のひとり親及び寡婦（夫）控除の見直し、軽

量な葉巻たばこに係る紙巻きたばこの本数換算方法の見直し、及び改元対応等を行うものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【石﨑幸寛君】 提案理由の説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 議案第６８号「上三川町税条例等の一部改正について」を原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。 

    ────────────────────────────────────── 
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○議長【石﨑幸寛君】 日程第１５、議案第６９号「上三川町国民健康保険税条例の一部改正につい

て」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第６９号「上三川町国民健康保険税条例の一部

改正について」、ご説明いたします。 

 本案件は、「地方税法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、本町におきましても同様の措置を講

ずるため、本条例の一部を改正するものでございます。 

 改正内容については、税額算定において、低未利用土地を譲渡した場合における所得控除を創設する

ものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【石﨑幸寛君】 提案理由の説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 議案第６９号「上三川町国民健康保険税条例の一部改正について」を原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第６９号は原案のとおり可決されました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 日程第１６、議案第７０号「上三川町手数料条例の一部改正について」を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第７０号「上三川町手数料条例の一部改正につ

いて」、ご説明いたします。 

 本案件は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部改正

による個人番号の通知カードの廃止に伴い、当該通知カードの再交付に係る手数料の規定を削除するた

め、本条例の一部を改正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【石﨑幸寛君】 提案理由の説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長【石﨑幸寛君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 議案第７０号「上三川町手数料条例の一部改正について」を原案のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 日程第１７、議案第７１号「上三川町放課後児童クラブの指定管理者の指定に

ついて」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第７１号「上三川町放課後児童クラブの指定管

理者の指定について」、ご説明いたします。 

 本案件は、本町が設置する８つの放課後児童クラブの全てを一括して指定管理者による管理運営を実

施するに当たり、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの期間、当該施設の管理運営をする指

定管理者として「シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社」を指定するもので、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【石﨑幸寛君】 提案理由の説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑ありません

か。６番、志鳥勝則君。 

○６番【志鳥勝則君】 今の８つの学童クラブをですね、今まで指定管理者として管理していたシダッ

クスということでございますが、ここ６月、７月の間に、明治小学校の明治小学童クラブ、大山

の５５８の８番地、この場所を何回となく通りましたけども、敷地内の管理、いわゆる、ここで業務内

容といたしまして「施設設備及び備品の維持管理に関する業務」ということでなっておりますが、この

施設の周り、敷地ですか、これが非常に草丈が伸びて、何でこのような状況にしておくのか、管理がな

ってないということで、地元の人から私のところに苦情があって、私もそのとおりだなと思って、この

間、写真を撮ってきました。この辺のところの管理指導はどうなっているのか、お伺いいたします。 

○議長【石﨑幸寛君】 執行部の答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長【田仲進壽君】 確かに議員のおっしゃるとおりですね、７月後半、学童保育の施設

の周りの草、こちらのほうは膝下ぐらいまでの繁茂の状態でございました。その状態、確認しておりま

す。別の議員さん、それから町民の方からもご指摘を頂きまして、７月の後半の連休中に１度、草刈り

をした状況でございます。その後も度々その状況の確認をしておりますが、私どものほうからもシダッ

クスのほうに草の刈り込み、もしくは除草剤の散布とか、そういった適切な管理のほうを求めていると
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ころでございます。 

 以上です。 

○議長【石﨑幸寛君】 ６番、志鳥勝則君。 

○６番【志鳥勝則君】 私もしばらくあの辺に行ったことはないんですけども、もうここは使われてい

ないのかなというふうな感じの荒れ状態でした。公共施設として役場が管理、そして指定管理者が管理

している割には、何か廃墟のような状態で、家で言えば誰も人が住んでいないのかなというふうな状況

下だったものですから、この辺のところ、今後とも指定管理者になったとしたら、指導してもらいたい

なと思います。 

 施設内の管理、周りから見ても、誰でも分かるようなこのような管理状況下にあるということは、こ

こに業務の内容とありますけども、１から６までありますけども、「利用の制限及び入所の許可の取消

しに関する業務」とか「保育料の徴収及び減免に関する業務」、それと「自主事業に関する業務」、そ

して最後に「その他町長が必要と認める業務」とありますが、私がその施設外の敷地の管理を見ますと、

この６つの業務内容もこのようなずさんな状況の中での運営じゃないかと。ここまでは私達は見ること

はできませんけども、その辺のところも今後厳しく目を配って、健全な学童保育が運営できるようにお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長【石﨑幸寛君】 他に質疑ありませんか。９番、勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 この学童保育の８か所には８人ぐらいの責任者がいるのかなというふうに私は

思われて、私は２か所ほどしか散歩のついでに行ったり何かをしないのですが、ここはよくできてるな

というのと、ここは何でかなというふうな思いをすることがあります。なぜかというと、そこにいる先

生というのか、先生ですかね、学童保育の、その人の上に立っている人がよく指示をしているところは

生徒の預かり方が上手かなというふうに思うのですが、違うところは、一々名前を挙げてここだと言う

と、それはまた問題になるかと思うので、それはやっぱり上に立つ主任とかそういう方が要るのかどう

か。私、中にまで入って、子供がいませんので、分からないんですが、そういうことが有り得るのでし

ょうか、有り得ないんでしょうか。ちょっと返答してくれますか。 

○議長【石﨑幸寛君】 主任がいるかどうかということですか。 

○９番【勝山修輔君】 そうですね、その指導力によって違うんじゃないかなというふうに、私が歩い

ていて見えるものですから。 

○議長【石﨑幸寛君】 執行部の答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長【田仲進壽君】 学童クラブのですね、運営体制につきましては、全８クラブの統括

責任者というものも実際おりますし、各８クラブごとにですね、責任者というものを配置しております。

責任者は当然ですね、支援員の、県で行ってるような研修、そういったものを受けて、受講して運営に

当たっているということで、ある程度スキルの向上を目指して研修等を受けている状況です。他の支援

員についても、２年以上の経験を有するとか条件はございますが、スキルの向上を目指してですね、県

の行っている研修等を受講しているような状況でございます。トータル的に指導員全員が保育のスキル

の向上ということで皆さん取り組んでいるところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 
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○議長【石﨑幸寛君】 ９番、勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 それではね、責任者と称する者がいるとするならば、見てね、分かるように、

ここはすごくいいけど、ここは悪いなというふうなことが私みたいな素人にも分かるということは、預

けてる方はそこしか知らないわけだから、あっちへ預けて今度はこっちへ預けてというわけにはいかな

いわけですから、そうすると、そういう指導をですね、集めて行政も同じレベルにしていくようなこと

を、受けてるからとか受けてきたからとか、そういうものを持っているからとかじゃなくて、子供に行

く選択はないわけですよね。ここの学校の子はここへ行きなさいということを決められてるはずです。

ですから、「私、ここは嫌だからあっち行くよ」というわけにはいかないんではないかなというふうに

思うんですが、同じようなレベルになるように行政がやっぱり指導しなきゃいけないんじゃないかなと

いうふうに思うんですが、その辺はどうなってるんでしょうか。 

○議長【石﨑幸寛君】 子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長【田仲進壽君】 保育の内容について、保護者の方から苦情とかご指摘とか頂いてる

部分がございますので、町のほうから、指導員の対応といいますか保育の対応について、いろいろ指導

といいますか、いろいろ要求を出しているところもございます。町としましても、各学童クラブの保育

の状況が、あっちのクラブは丁寧に保育しているとか、こっちのクラブはちょっと状況がよくないとか

ということがないように、町のほうも注視していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長【石﨑幸寛君】 ９番、勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 やはり預ける人が一番中心なので、預けているのは、学校の先生で言えば、教

員免許を持ってるからみんなできるんだ、というものではないと思うんですね。その人の持ったレベル

というのもあるし、その人の持った感受性もあるし、そういうことを一定にするということを、やっぱ

り子供は宝だというふうに町長が言ってるんですから、宝をもうちょっと大事にするような施策をやっ

ぱり指導するのは行政の立場じゃないかと思うので、課長に文句を言ってるわけじゃないんです。その

ようにやっぱり指導していただきたいなということで、終わります。 

○議長【石﨑幸寛君】 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 議案第７１号「上三川町放課後児童クラブの指定管理者の指定について」を原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立多数です。したがって、議案第７１号は原案のとおり可決されました。 

    ────────────────────────────────────── 
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○議長【石﨑幸寛君】 日程第１８、議案第７２号「令和２年度上三川町一般会計補正予算（第５

号）」から、日程第２２、議案第７６号「令和２年度上三川町水道事業会計補正予算（第２号）」まで

の５議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第７２号「令和２年度上三川町一般会計補正予

算（第５号）」について、ご説明いたします。 

 今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策をはじめとした当面する課題に適切に対応するた

め、当初予算に見込むことができなかったもの、額の確定、または確定見込みのものを補正するととも

に、今後の財政運営の安定性に配慮することとして、編成したものでございます。 

 まず、歳入について、主なものといたしまして、今年度より制度化されました法人事業税交付金につ

いて、交付額見込みにより増額補正いたします。地方特例交付金では、減収補てん特例交付金の交付額

の確定により増額補正いたします。地方交付税では、普通交付税の交付額確定により減額補正いたしま

す。国庫支出金では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を増額補正いたします。県支

出金では、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を増額補正いたします。繰入金では、各特別

会計の前年度決算の確定により、繰入額をそれぞれ増額補正いたします。また、財政調整基金繰入金の

減額補正及び義務教育施設整備基金繰入金の増額補正をいたします。繰越金では、前年度決算の確定に

伴い増額補正いたします。町債では、臨時財政対策債を減額補正いたします。 

 歳出について、主なものといたしまして、議会費では、議員報酬について、減額補正いたします。総

務費では、マイナンバーカードに付随するマイナポイント普及啓発事業及びとちぎ高校生地域定着モデ

ル事業について、増額補正いたします。民生費では、令和元年度事業の確定見込みによる国・県支出金

の返還金及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る補助金を増額補正いたします。衛生費では、

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、インフルエンザワクチン接種費用の一部助成について、

増額補正いたします。農林水産業費では、農村環境改善センターの修繕工事費を増額補正いたします。

商工費では、プレミアム商品券事業の増額補正及び新型コロナウイルス緊急支援助成金の減額補正をい

たします。土木費では、道路整備事業に係る用地取得費及び物件補償費を増額補正いたします。教育費

では、小学校公仕の人件費及び中学校設備の修繕工事費を増額補正いたします。さらに、地方債補正と

いたしまして、臨時財政対策債に係る限度額を変更いたします。 

 この結果、歳入歳出予算の総額に１億３,２０５万９,０００円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総

額を１５３億７,１０３万９,０００円とするものでございます。 

 次に、議案第７３号「令和２年度上三川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）」について、

ご説明いたします。 

 歳入では、前年度繰越金及び保険給付費等概算払い金の精算に伴う返還金の増額など、歳出では、前

年度県交付金等の精算に伴う償還金及び基金積立金の増額などで、歳入歳出予算の総額に３,１０５

万３,０００円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を２９億５,２２５万３,０００円とするもので

ございます。 
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 次に、議案第７４号「令和２年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」について、ご

説明いたします。 

 歳入では、前年度繰越金の増額、歳出では、前年度事業費の精算に伴う介護給付費準備基金積立金及

び国庫負担金等償還金の増額などで、歳入歳出予算の総額に１億１,９９１万３,０００円を追加し、補

正後の歳入歳出予算総額を２３億８,７９１万３,０００円とするものでございます。 

 次に、議案第７５号「令和２年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」について、

ご説明いたします。 

 歳入では、前年度繰越金の増額、歳出では、前年度事務費繰入金の精算に伴う一般会計繰出金の増額

などで、歳入歳出の総額に２３２万９,０００円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を２

億８,２３２万９,０００円とするものでございます。 

 次に、議案第７６号「令和２年度上三川町水道事業会計補正予算（第２号）」について、ご説明いた

します。 

 資本的支出における補正増額５４８万８,０００円の内容は、会計間の異動に伴い、人件費を増額す

るものでございます。 

 以上で各補正予算の説明を終わります。 

 なお、詳細につきましては所管課長より説明させますので、慎重審議の上、可決くださいますようお

願いいたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 会議途中ですが、ここで１５分間休憩いたします。１１時５分から再開いたし

ます。 

午前１０時５０分 休憩 

 

午前１１時０３分 再開 

○議長【石﨑幸寛君】 休憩前に復して会議を開きます。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 所管課長の説明を求めます。企画課長。 

○企画課長【枝 淑子君】 それでは、議案第７２号「令和２年度上三川町一般会計補正予算（第５

号）」につきまして、ご説明いたします。 

 事項別明細書により歳入からご説明いたしますので、補正予算書の１０、１１ページをお開き願いま

す。 

 第６款第１項１目法人事業税交付金、補正額１億９９９万９,０００円の増額につきましては、内示

により増額補正するものです。 

 第９款第１項１目地方特例交付金、補正額１,０４９万円の増額につきましては、減収補塡特例交付

金の交付額確定によるものです。 

 第１０款第１項１目地方交付税、補正額１,３６３万３,０００円の減額は、普通交付税の交付額確定

によるものです。 
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 第１４款国庫支出金、第２項国庫補助金、１目総務費補助金６,０４８万円の増額は、１節総務管理

費補助金で、国の１次補正による新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金５,６３９

万１,０００円と、マイナポイント普及啓発のためのマイナポイント事業費補助金４０８万９,０００円

をそれぞれ交付決定により計上するものです。 

 第１５款県支出金、第２項県補助金、１目総務費補助金５０万円の増額は、１節総務管理費補助金で、

今年度から県で実施するとちぎ高校生地域定着促進モデル事業、補助率１０分の１０が採択されたこと

に伴い計上したものです。２目民生費補助金４６６万円の増額は、２節児童福祉費補助金で、児童福祉

施設等における新型コロナウイルス感染拡大を防止するための備品等の購入経費を支援する新型コロナ

ウイルス感染症緊急包括支援交付金、補助率１０分の１０を見込むものです。４目農林水産業費補助

金８２万６,０００円の増額は、１節農業費補助金で、多面的機能支払事業の交付決定に伴う２

万６,０００円と、新規に人・農地問題解決加速化支援事業費補助金が採択されたことによる８０万円

を見込むものです。同じく第３項委託金、１目総務費委託金１１万２,０００円の増額は、４節統計調

査費委託金、国勢調査費で、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費用が追加交付されることになっ

たため増額するものです。 

 第１８款繰入金、第１項特別会計繰入金、１目国民健康保険事業特別会計繰入金５５７万６,０００

円、２目介護保険事業特別会計繰入金１,１３０万１,０００円、３目後期高齢者医療特別会計繰入

金２９４万７,０００円は、いずれも前年度の事業費確定による精算額を増額補正するものです。同じ

く第２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、補正額７,０４１万９,０００円の減額は、法人事業税

交付金や地方特例交付金繰越金の確定により一般財源が確保されたため、繰入金を減額補正するもので

す。５目義務教育施設整備基金繰入金、補正額１４０万８,０００円の増額は、昨年度ふるさと納税の

指定寄附金として受入れ、積立てしたものを、今回の施設維持改修事業の財源として繰入れするもので

ございます。 

 第１９款第１項１目繰越金につきましては、額の確定に伴い２億５,０３４万１,０００円を増額する

ものです。 

 第２１款町債、第１項町債、６目臨時財政対策債、補正額２億４,２５２万９,０００円は、発行可能

額の確定に伴い減額するものです。 

 以上で歳入につきましての説明を終わります。 

○議長【石﨑幸寛君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 それでは、続きまして、歳出のご説明をさせていただきますが、事項別明

細書の説明に入ります前に、給与費明細書のご説明をさせていただきます。２０ページをお開き願いま

す。なお、給与費関係の補正予算につきましては、ここで一括してご説明をいたしますので、事項別明

細書の中での給与費関係の説明は省略させていただきますので、ご了承をいただきたいと思います。 

 それでは、ご説明をいたします。 

 ２０ページの補正予算給与費明細書、１、特別職の表になりますが、一番下の欄、比較をご覧になっ

ていただきたいと思いますが、報酬の２３４万円の減額につきましては、議員報酬について、令和２

年７月１日から令和２年１２月３１日までの間、議長等の議員報酬月額について、１００分の１０に相
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当する額を減ずる措置が講じられたことによるものでございます。 

 続きまして、２１ページをお開き願います。２、一般職（１）総括の表になります。一番下の欄、比

較をご覧になっていただきたいと思いますが、給料の５７４万９,０００円の増額及び共済費の１７７

万８,０００円の増額につきましては、小学校７校における学校公仕の給与費等について、当初予算で

は正規職員２名、再任用職員２名、会計年度任用職員３名を充てることで予算を計上しておりましたが、

人事異動などによりまして、正規職員３名、再任用職員３名、会計年度任用職員１名の配置になりまし

たことにより、給料等に不足が生じることになりましたことから、増額するものでございます。 

 以上で給与費明細のご説明を終わります。 

 続きまして、事項別明細についてご説明をさせていただきます。１４、１５ページをお開き願います。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、１目一般管理費でございますが、財源の振替に伴う補正となって

いるもので、マイナポイント事業に関係する会計年度任用職員の報酬等の財源について、マイナポイン

ト事業費補助金を充てるべく補正するものでございます。 

 以上です。 

○議長【石﨑幸寛君】 企画課長。 

○企画課長【枝 淑子君】 続きまして、７目企画費、補正額３３８万１,０００円の増額でございま

す。内訳としましては、マイナポイント普及啓発事業として、啓発用品購入のための消耗品費及び備品

購入費１９３万２,０００円と、とちぎ高校生地域定着モデル推進事業として、委託料等で５０万円、

こちらの事業は、今年度県で新設した補助事業を活用するもので、高校生を中心とする若い世代の地元

定着を促進するため、町と連携して行う高校生などの地域活動を支援するものになります。また、定住

促進事業として、本町の魅力を外部に発信するランディングページ作成に係る費用等９４万９,０００

円を計上したものです。 

 第５項統計調査費、１目統計調査総務費１１万２,０００円の増額は、１０節需用費で、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止対策として、国勢調査に係る統計調査員及び指導員に衛生用品、マスク、消毒

液を支給するための経費を計上したものです。 

 以上です。 

○議長【石﨑幸寛君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【梅沢正春君】 続きまして、第３款民生費、第１項社会福祉費、２目障害者福祉費

の１４節工事請負費の３１万８,０００円の増額補正につきましては、新型コロナウイルス感染症対策

として、上三川ふれあいの家ひまわりと上三川町こども発達支援センターおひさまの家、こちらの建物

内の換気を行うため、窓に網戸の設置等を行うものでございます。その下、２２節償還金、利子及び割

引料の５,２０６万１,０００円の増額補正につきましては、令和元年度の事業費の確定に伴い、国・県

負担金の一部を返還するものでございます。 

 続きまして、５目老人福祉費の１８節負担金、補助及び交付金の９３万円の増額補正につきましては、

新型コロナウイルス感染症対策として行うもので、感染を恐れ、外出を控えることが多くなっている高

齢者のフレイル対策のため、高齢者の居場所となっているいきいきサロンなどで感染症予防のための対

策、例えば衛生用品や非接触型の体温計などの購入を行った場合に、３万円を上限として費用の２分
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の１の補助を行うものでございます。その下、２７節繰出金の８万円の増額補正につきましては、介護

保険における第三者行為の求償事務を栃木県国民健康保険団体連合会に事務委託することに伴う負担金

分を、介護保険事業特別会計に繰り出しするものでございます。 

 以上です。 

○議長【石﨑幸寛君】 子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長【田仲進壽君】 続きまして、第２項児童福祉費、３目子ども・子育て支援費、補正

額２,６８７万１,０００円の増につきましては、１０節、１７節及び１８節では、町内児童福祉施設で

新型コロナウイルス感染症対策を講じるために必要な経費を計上し、２２節では、令和元年度の国・県

負担金及び県補助金の返還金を計上したもので、１０節需用費では、放課後児童クラブ及び子育て支援

センター等で使用する消毒液等の消耗品として３３万１,０００円を、１７節備品購入費では、子育て

支援センターで使用する空気清浄機１台分として３９万３,０００円を、１８節負担金、補助及び交付

金では、各保育園等で使用する消毒液やマスクなどの購入に対する補助金として３９３万６,０００円

をそれぞれ増額補正するものでございます。また、２２節償還金、利子及び割引料では、子どものため

の教育保育給付交付金並びに子育てのための施設等利用給付交付金の国・県負担金と、栃木県施設型給

付費等事業費の県補助金につきまして、令和元年度分が確定見込みとなりましたことによりまして、合

計２,２２１万１,０００円を増額補正するものでございます。 

 続きまして、第４款衛生費、第１項保健衛生費、１０目母子衛生費、補正額２,０００万円の増につ

きましては、新型コロナウイルス感染症と例年冬場に流行期を迎えるインフルエンザが同時期に流行す

ることを防ぐとともに、医療現場の混乱を避けるため、インフルエンザの予防接種費用の一部を町が負

担し、接種者の増加を図ろうとするものでございます。１２節委託料は、現物給付分として医療機関に

お支払いする委託料を全体の７割で１,４００万円、次のページになりますが、１８節負担金、補助及

び交付金は、償還払い分として、費用助成申請者にお支払いする交付金を全体の３割で６００万円と見

積もり、それぞれ増額補正するものでございます。対象者につきましては、接種日に本町にお住まいの

生後６か月から中学生までのお子さんと妊娠中の方でございまして、１回当たり２,９００円の助成と

して、およそ４,０００人分の予算を見積もったところでございます。 

 以上です。 

○議長【石﨑幸寛君】 農政課長。 

○農政課長【小池光男君】 続きまして、第６款農林水産業費、第１項農業費、３目農業振興費をご説

明いたします。１０節需用費の５万６,０００円の増額につきましては、多面的機能支払交付金事業と

人・農地問題解決加速化支援事業の交付決定額の増額により、需用費として消耗品費を増額するもので

ございます。 

 次に、１２節委託料の７５万円の増額は、人・農地問題解決加速化支援事業の推進に当たり、人・農

地プランの実質化に関する集落耕作マップを作成し、地域との会合などに活用するため、委託料を計上

するものでございます。 

 次に、１３節使用料及び賃借料の１万５,０００円は、人・農地問題解決加速化支援事業の人・農地

プランの実質化における地域会合に要する自治会、公民館などの使用料を増額するものでございま
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す。１８節負担金、補助及び交付金の２,０００円の増額は、森林山村多面的機能発揮対策事業におけ

る里山林保全の取組、面積が０.１ヘクタール規模を拡大したことにより、町負担金の増額が生じたた

め、負担金を増額するものでございます。 

 次に、６目改善センター費についてご説明いたします。１４節工事請負費の３０４万３,０００円の

増額は、改善センター施設内の非常灯の絶縁不良が定期保守点検において指摘をされ、不良電気設備を

取り急ぎ改修するため増額するものでございます。 

 以上で６款の説明を終わります。 

○議長【石﨑幸寛君】 商工課長。 

○商工課長【枝 博信君】 続きまして、第７款第１項商工費、２目商工振興費２,０００万円の減額

補正でございます。１８節負担金、補助及び交付金、内訳でございますが、補助金で、今後もですね、

新型コロナウイルスの影響が長引くということが予想されることからですね、今後、秋口からの景気の

落ち込み等に対応しまして、さらなる消費喚起を促すため、本年度第２弾のですね、プレミアム商品券

事業としまして３,０００万円の増額。また、交付金では、新型コロナウイルス緊急支援助成金が７月

末をもって助成期間が終了したため、５,０００万円の減額補正をお願いするものであります。 

 以上でございます。 

○議長【石﨑幸寛君】 都市建設課長。 

○都市建設課長【鶴見幸一君】 続きまして、第８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、１２

節委託料の補正額１８３万７,０００円につきましては、石田地内の認定外道路におきまして、不法投

棄事案が発生したことから、収集運搬及び処分費を計上したものでございます。 

 続きまして、２項道路橋梁費、３目道路新設改良費、１６節公有財産購入費、２１節補償、補填及び

賠償金につきましてご説明いたします。１６節公有財産購入費の補正額１,１５９万１,０００円につき

ましては、上三川南産業団地のアクセス道路として整備中の町道３の１２３号線について、計画地北側

の地権者との用地契約が急遽決定したことにより、道路用地取得費を計上するものでございます。ま

た、２１節補償、補填及び賠償金の補正額１,９５９万２,０００円につきましては、先ほどの説明同様、

計画地北側の地権者との契約が急遽決定したことや電柱移設費が必要になったことにより、物件補償費

を計上するものでございます。 

 続きまして、３項河川費、１目河川総務費、１６節公有財産購入費の補正額２万９,０００円につき

ましては、現在整備中の赤沢川河川改修事業におきまして、一部用地買収が必要になった箇所が判明し

たことにより、河川用地取得費を計上するものでございます。また、２１節補償、補填及び賠償金の補

正額１５万４,０００円につきましては、先ほど同様、赤沢川の河川改修事業におきまして、西田北公

民館の物置が工事の影響を受けることが判明したことから、物件補償費を計上するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長【石﨑幸寛君】 教育総務課長。 

○教育総務課長【吉澤佳子君】 続きまして、１８、１９ページをお開き願います。第１０款教育費、

第２項小学校費、１目学校管理費、１２節委託料２６１万８,０００円の増額補正につきましては、明

治小学校屋内運動場屋根改修工事の設計業務委託料でございます。明治小学校の屋内運動場の屋根改修
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工事を実施するに当たり、今年度に改修工事の設計業務を委託。次に、第３項中学校費、１目学校管理

費、１４節工事請負費２６９万７,０００円の増額補正の内訳につきましては、明治中学校の受水槽制

御盤が制御不能となり、早急に修繕工事が必要となったため、既に施設整備維持改修事業の維持急破工

事分で予算化しておりました予算をもって既に実施はいたしましたが、この工事費の不足額１２０

万４,０００円と、本郷中学校の保健室空調機が故障したための設置工事費１４９万３,０００円を計上

するものです。 

 以上です。 

○議長【石﨑幸寛君】 生涯学習課長。 

○生涯学習課長【星野光弘君】 続きまして、第４項社会教育費、２目公民館費、１０節需用費、修繕

料の７３万５,０００円の増額補正につきましては、新型コロナウイルス感染症対策としまして、公民

館の換気を促すため、網戸の設置、修繕を行うものでございます。 

 以上です。 

○議長【石﨑幸寛君】 企画課長。 

○企画課長【枝 淑子君】 それでは、ページを戻っていただきまして、６ページをお開き願います。 

 第２表地方債補正でございますが、今回の歳入の補正に伴いまして、臨時財政対策債の補正後の限度

額を２億１,４１７万１,０００円に変更するものです。 

 以上で、令和２年度上三川町一般会計補正予算（第５号）の説明を終わります。 

○議長【石﨑幸寛君】 住民課長。 

○住民課長【星野和弘君】 続きまして、議案第７３号「令和２年度上三川町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第２号）」についてご説明いたします。 

 補正予算書の１０ページ、１１ページをお開き願います。 

 第１０款繰越金、第１項繰越金、２目その他繰越金、１節前年度繰越金２,７０５万３,０００円の増

額は、令和元年度繰越金の確定によるものでございます。 

 第１１款諸収入、第２項雑入、６目雑入、１節雑入４００万円の増額は、保険給付費等概算払いの額

の確定によるものでございます。 

 １２ページ、１３ページをお開き願います。３の歳出についてご説明いたします。 

 第７款積立金、第１項基金積立金、１目国民健康保険財政調整基金積立金、２４節積立金１,８００

万円の増額は、事業費確定により国民健康保険財政調整基金へ積み立てるものでございます。 

 第８款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金、７目保険給付費等交付金償還金、２２節償還金、利

子及び割引料７０１万９,０００円は、令和元年度保険給付費等交付金の額の確定による償還金の増額

でございます。 

 第２項繰出金、１目一般会計繰出金、２７節繰出金５５７万６,０００円の増額は、令和元年度職員

給与費等の額の確定による一般会計への返還金でございます。 

 第１３款予備費、第１項予備費、１目予備費４５万８,０００円は、歳入歳出補正の端数を増額する

ものでございます。 

 以上で、議案第７３号「令和２年度上三川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）」の説明
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を終わります。 

○議長【石﨑幸寛君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【梅沢正春君】 続きまして、議案第７４号「令和２年度上三川町介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）」についてご説明いたします。 

 補正予算書の１０、１１ページをお開き願います。２の歳入からご説明いたします。 

 第４款支払基金交付金、第１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金の１５２万６,０００円の増

額補正につきましては、前年度事業費の確定によるものでございます。 

 次の第７款繰入金、第１項一般会計繰入金、５目その他の一般会計繰入金の８万円の増額補正につき

ましては、第三者行為の求償事務を栃木県国民健康保険団体連合会に事務委託することに伴う負担金分

を、一般会計から繰り入れるものでございます。 

 次の第８款繰越金、第１項繰越金、１目繰越金の１億１,８３０万７,０００円の増額補正につきまし

ては、令和元年度の繰越額の確定によるものでございます。 

 次に、１２ページ、１３ページをお開き願います。３の歳出についてご説明いたします。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、２目連合会負担金の８万円の増額補正につきましては、第三者行

為の求償事務を栃木県国民健康保険団体連合会に事務委託することに伴う負担金でございます。 

 第４款基金積立金、第１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金の７,９８７万９,０００円の

増額補正につきましては、事業費確定に伴う精算額を介護給付費準備基金に積み立てるものでございま

す。 

 第５款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金、２目償還金の３,０６６万８,０００円の増額補正に

つきましては、令和元年度の事業費確定に伴い介護給付費負担金で２,４９５万９,０００円を、地域支

援事業費負担金で５７０万９,０００円を国・県社会保険診療報酬支払基金へ返還するものでございま

す。 

 同じく第５款の第２項繰出金、１目一般会計繰出金の１,１３０万１,０００円の増額補正につきまし

ては、令和元年度の事業費確定に伴う一般会計への返還金でございます。 

 第６款予備費、第１項予備費、１目予備費の２０１万５,０００円の減額補正は、財源の調整でござ

います。 

 以上で、介護保険事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

○議長【石﨑幸寛君】 住民課長。 

○住民課長【星野和弘君】 続きまして、議案第７５号「令和２年度上三川町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）」につきましてご説明いたします。 

 補正予算書の１０ページ、１１ページをお開き願います。 

 第５款繰越金、第１項繰越金、１目繰越金、１節前年度繰越金２３２万９,０００円の増額は、令和

元年度繰越金の額の確定によるものでございます。 

 １２ページ、１３ページをお開き願います。３の歳出についてご説明いたします。 

 第３款諸支出金、第２項繰出金、１目一般会計繰出金、２７節繰出金２９４万７,０００円の増額は、

令和元年度事業費確定に伴う一般会計への返還金でございます。 



24 

 第４款予備費、第１項予備費、１目予備費６１万８,０００円は、歳入歳出補正の端数を減額するも

のでございます。 

 以上で、議案第７５号「令和２年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」の説明を

終わります。 

○議長【石﨑幸寛君】 上下水道課長。 

○上下水道課長【川島勝也君】 続きまして、議案第７６号「令和２年度上三川町水道事業会計補正予

算（第２号）」について、ご説明いたします。 

 補正予算書の１２、１３ページをお開き願います。 

 資本的支出でございます。第１款水道事業支出、第１項建設改良費、１目水道事業施設整備費

の５４８万８,０００円の増額補正につきましては、会計間の職員異動に伴いまして人件費を増額する

ものでございます。 

 以上で、議案第７６号「令和２年度上三川町水道事業会計補正予算（第２号）」の説明を終わります。 

○議長【石﨑幸寛君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はありま

せんか。１１番、津野田重一君。 

○１１番【津野田重一君】 一般会計の歳出の部分で、ちょっと分からない部分を２点ほどお聞きしま

す。まず、母子衛生費でインフルエンザ、これ、補正で上がってますけど、これは小中学生は入ってな

いんですか。 

 それと、たしか小山医師会で統一して、小山医師会で小中学生までインフルエンザの、この、コロナ

対応で要請が来てると思いますけど、その対応がどうなってるのか。 

 もう１点はですね、明治小学校の屋根改修だけ今回設計が入ってますけど、こういう発想はなかった

のか。地方創生交付金で、コロナ対応で、エアコンを使って、避難所ですから、エアコンも設計に入れ

るという、そういう発想はなかったのか。 

 この２点をお聞きします。 

○議長【石﨑幸寛君】 執行部の答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長【田仲進壽君】 ご質問のまず１点目、インフルエンザの予防接種に関する補正予算

案でございますが、対象者につきましては、接種日において本町にお住まいの生後６か月から中学生、

それから妊娠されてる方が対象になっております。この対象者を決めた経緯でございますが、議員がお

っしゃいましたように、小山医師会のほうから要望がございまして、小山医師会と２市２町、上三川町

と小山市、下野市それから野木町、こちらのほうで協議した中で対象者を定めたというのが経緯になっ

てございます。 

 以上です。 

○議長【石﨑幸寛君】 １１番、津野田重一君。 

○１１番【津野田重一君】 再質問いたしますけど、それでは、小山医師会は全部統一して同じ助成金

ということで、認識でよろしいんですね。 

○議長【石﨑幸寛君】 子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長【田仲進壽君】 先ほど申し上げた２市２町は現在、対象者は同じということで、さ
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らに助成の金額まで同じということで、足並みを揃えて実施するものでございます。 

○議長【石﨑幸寛君】 教育総務課長。 

○教育総務課長【吉澤佳子君】 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 明治小学校の屋内運動場の空調施設に関しましては、避難所の対応として考えておりましたのは、暑

さ対策では、エアコン等が入っている教室を利用して対応するという考えが前提にございましたので、

屋内運動場に関しての空調施設の整備については、現在のところ考えていないところでございます。 

○議長【石﨑幸寛君】 １１番、津野田重一君。 

○１１番【津野田重一君】 せっかく地方創生交付金、これ、コロナ対応で使えるんですよね。せっか

くですから、他の市町村でも全部でこれ、使ってますよね。ですから、私は、そういう避難所になって

る体育館にはぜひエアコンがあったらいいなと思って質問をしたわけでございます。 

○議長【石﨑幸寛君】 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから順次、採決いたします。 

 まず、議案第７２号「令和２年度上三川町一般会計補正予算（第５号）」について、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立多数です。したがって、議案第７２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７３号「令和２年度上三川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）」を原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第７３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７４号「令和２年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」を原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第７４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７５号「令和２年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」を原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第７５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７６号「令和２年度上三川町水道事業会計補正予算（第２号）」を原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長【石﨑幸寛君】 起立全員です。したがって、議案第７６号は原案のとおり可決されました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 日程第２３、議案第７７号「令和元年度上三川町一般会計歳入歳出決算の認定

について」から、日程第２９、議案第８３号「令和元年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決

算の認定について」までの７議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第７７号から議案第８３号までの決算の認定関

係につきまして、各会計決算の概要について一括してご説明いたします。 

 別冊でお配りいたしました「令和元年度上三川町一般会計・特別会計、水道事業会計及び下水道事業

会計決算の概要と主要施策の説明書」をご覧いただきたいと存じます。 

 まず、２ページをお開きください。一般会計につきましては、当初予算額１１２億円、繰越事業費２

億２,０６１万円を計上し、その後、総額１億２,３９４万６,０００円の減額補正を行い、最終予算総

額は１１２億９,６６６万４,０００円となりました。歳入決算額は１１１億２,５７０万８,６５８円、

前年度と比較して４億８,１４８万３,４１８円、４.５％の増となりました。また、歳出決算額

は１０５億１,８４３万５,０６３円、前年度と比較して３億３,３９９万１,２０９円、３.３％の増と

なりました。その結果、形式的な収支差引額は６億７２７万３,５９５円となりました。実質収支は４

億５,０３４万１,１６５円の黒字となり、これを次年度に繰り越すこととなりました。 

 次に、歳入・歳出決算の主な内容について、申し上げます。 

 歳入について、構成比は、町税５４.０％、国庫支出金１２.３％、県支出金７.７％、町債７.６％、

地方消費税交付金５.４％の順となっております。財源別では、収入調達の分類で、自主財源６７

億９,０６０万２,５９７円、構成比６１.０％、依存財源４３億３,５１０万６,０６１円、構成

比３９.０％、使途の分類で、一般財源８３億４,０７５万６,６４９円、構成比７５.０％、特定財

源２７億８,４９５万２,００９円、構成比２５.０％となりました。 

 次に、歳出について、構成比は、民生費３６.３％、土木費１４.３％、教育費１１.３％、総務

費１０.９％、公債費７.５％の順になっております。また、性質別構成比では、扶助費２２.８％、物

件費１５.８％、人件費１４.８％、補助費等１４.１％、普通建設事業費１２.３％の順になっておりま

す。義務的経費、任意的経費の区分では、義務的経費４７億４,７５２万６,０００円、構成

比４５.１％、任意的経費５７億７,０９０万９,０００円、構成比５４.９％となりました。また、消費

的経費・投資的経費・その他の経費の区分では、消費的経費７１億２,２２８万７,０００円、構成

比６７.７％、投資的経費１３億１,２８０万９,０００円、構成比１２.５％、その他の経費２０

億８,３３３万９,０００円、構成比１９.８％となりました。 

 なお、町債の令和元年度末現在高は６２億６,８３６万６,０００円で、町民１人当たりの現在高

は２０万３４４円となりました。 

 以上が一般会計決算の概要であり、主な事務事業の概要と成果については５ページ、６ページに目を

通していただきたいと思います。 
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 次に、特別会計等について、会計別に順を追ってご説明いたします。７ページをお開きください。 

 まず、国民健康保険事業特別会計決算は、歳入３０億９,６８８万１,９００円、前年度対

比５,９７８万３,７０５円、１.９％の減、歳出３０億３,３４６万４,８１９円、前年度対比４,０９１

万２,３３３円、１.４％の増で、差引き６,３４１万７,０８１円を次年度に繰り越すことになりました。 

 次に、介護保険事業特別会計決算は、歳入２２億４,９４８万５,３７１円、前年度対比７,１０１

万１,３５７円、３.３％の増、歳出２１億２,１３１万５,８６０円、前年度対比４,２１７万１,２３１

円、２.０％の増で、差引き１億２,８１６万９,５１１円を次年度に繰り越すことになりました。 

 次に、後期高齢者医療特別会計決算は、歳入２億７,１６１万２,５９７円、前年度対比７５３

万７,６２２円、２.９％の増、歳出２億６,６７１万６,１５５円、前年度対比７４９万３,１７７

円、２.９％の増で、差引き４８９万６,４４２円を次年度に繰り越すことになりました。 

 次に、農業集落排水事業特別会計決算は、歳入３億２,２１６万１,０５０円、前年度対比５１２

万４,１９０円、１.６％の増、歳出３億１,７３７万５,８１６円、前年度対比５００万２,３５３

円、１.６％の増で、差引き４７８万５,２３４円を次年度に繰り越すことになりました。 

 次に、水道事業について、給水戸数１万９２０戸、給水人口２万８,０２２人で、行政区域内普及率

が８９.６％となり、前年度より０.１ポイント増加しました。 

 収益的収入及び支出の決算は、収入総額６億２,３７０万９,６１４円、支出総額５億５,１２６

万５,４６４円で、差引き額が７,２４４万４,１５０円となりました。 

 次に、資本的収入及び支出の決算は、収入総額６,７７９万９,６３２円、支出総額２億６,１２１

万８,２９５円となりました。 

 最後に、下水道事業について、接続戸数８,５２２戸、接続人口２万１,６９２人で、接続率

は８７.１％でありました。年間総有収水量は２５０万４,３９７立方メートルで、前年度と比較して２

万７,０９１立方メートル、１.１％の増となりました。 

 収益的収入及び支出の決算は、収入総額８億２,９３２万３,４９７円、支出総額８億７８７

万３,０８９円で、差引き額が２,１４５万４０８円となりました。 

 次に、資本的収入及び支出の決算は、収入総額７億３,４２４万６,３５１円、支出総額７

億８,１４０万３,２４７円となりました。 

 以上で、令和元年度における各会計決算の概要と主要施策の成果について説明を終わります。 

 なお、決算書の内容については、会計管理者及び上下水道課長より説明をさせます。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 会議途中ですが、昼食のため休憩いたします。午後１時から再開いたします。 

午前１１時５１分 休憩 

 

午後１時００分 再開 

○議長【石﨑幸寛君】 休憩前に復しまして会議を開きます。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 会計管理者及び上下水道課長の説明を求めます。会計管理者。 
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○会計管理者【保坂文代君】 それでは、別冊の令和元年度決算書をご用意ください。 

 先ほど、町長より決算の概要と主要施策について説明がございましたので、これからの説明につきま

しては、町長の説明と重複しないよう、主なものについてご説明いたします。 

 １３、１４ページをお開き願います。 

 一般会計の歳入でございます。第１款町税、右側１４ページ最上段、左から２列目、収入済額は６０

億４３７万９,３２６円でございます。前年度と比較いたしまして２億８,６４１万２,７４３円の減と

なりました。これは主に法人町民税の減によるものでございます。その右側、町税の不納欠損額

は２,３５９万１,０６６円で、内訳は、町民税の個人が８２人、法人が７社、固定資産税が９９人、都

市計画税が２３人、軽自動車税が７９人、実人数では２４１人分を不納欠損いたしました。その右側、

収入未済額は２億８４６万５９５円で、内訳は、町民税の個人が１,２９７人、法人が３０社、固定資

産税が１,０５５人、都市計画税が３４０人、軽自動車税が４３６人、実人数では１,８４３人分が収入

未済となりました。町税全体の調定額に対する徴収率につきましては、備考欄にありますよう

に９６.３％で、前年度と比較しまして０.２ポイントの増でございます。 

 続きまして、２３、２４ページをお開き願います。 

 ２４ページの中ほど、第１２款分担金及び負担金、１項負担金、２目民生費負担金、２節児童福祉費

負担金でございます。これは保育料で、収入済額は９,５９６万円。内訳は備考欄記載のとおりでござ

います。収入未済額は２２２万３,３２０円で、現年度１４人分、過年度１３人分でございます。 

 続きまして、次のページ、２５、２６ページをお開き願います。 

 ２６ページ下から７段目、第１３款使用料及び手数料、１項使用料、５目土木使用料、３節住宅使用

料でございます。これは、町営住宅及びこれに附帯する駐車場の使用料でございます。収入済額

は２,６０３万２,８６０円。内容は備考欄記載のとおりでございます。収入未済額は２６６

万１,７００円で、１５世帯分でございます。 

 続きまして、４５、４６ページをお開き願います。 

 ４６ページの中ほど、第２０款諸収入、３項貸付金元利収入、２目住宅新築資金等貸付金元利収

入、１節滞納繰越分でございます。収入済額は２２万円。内容は備考欄記載のとおりでございます。収

入未済額は２,９６８万９,０４６円。内訳は、住宅新築資金５人分、住宅改修資金１人分、宅地取得資

金６人分で、貸付実人数は７人分でございます。 

 続きまして、４９、５０ページをお開き願います。 

 一番下の段、一般会計歳入合計でございます。右側５０ページ、調定額の合計は１１３億９,２３３

万３,７８５円、収入済額の合計は１１１億２,５７０万８,６５８円で、調定額に対する収入率

は９７.７％でございます。 

 続きまして、一般会計歳出でございます。歳出につきましては、この後予定されております決算特別

委員会で各所管課より説明がございますので、私からは予備費の充当について主なものをご説明いたし

ます。 

 それでは、まず１３１、１３２ページをお開き願います。 

 右側１３２ページ、備考欄の下から５段目、予備費より充当７２４万５,０００円でございます。こ
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れは、第９款１項消防費、５目災害対策費、３節職員手当等で、主な内容は、台風１９号の対応により

災害対策費の時間外勤務手当等が不足したことによる充当でございます。 

 続きまして、同じページ、備考欄の一番下の段、予備費より充当７０万４,０００円でございます。

これは、同目災害対策費、１８節備品購入費で、災害時に備えまして電気自動車用の外部給電器を購入

するために充当したものでございます。 

 続きまして、１４９、１５０ページをお開き願います。 

 右側１５０ページ、備考欄の下から４段目、予備費より充当６３万９,０００円でございます。これ

は、第１０款教育費、４項社会教育費、４目文化財保護費、１３節委託料で、生沼邸活用事業を迅速に

進めるため、耐震予備診断を実施するための充当でございます。 

 続きまして、１６１、１６２ページをお開き願います。 

 一番下の段、一般会計歳出合計でございます。左側１６１ページ、予算現額の合計は１１２

億９,６６６万４,０００円でございます。１６２ページ、支出済額の合計は１０５億１,８４３

万５,０６３円で、予算現額に対する執行率は９３.１％でございます。 

 次に、国民健康保険事業特別会計でございます。 

 １７１、１７２ページをお開き願います。 

 まず、歳入でございます。第１款保険税、右側１７２ページ最上段、収入済額は７億１,６２５

万９,６２８円。不納欠損額は１,８９１万６,５８７円で、１０８人分でございます。収入未済額は２

億３,５６０万７,７２６円で、実人数１,１０７人分が収入未済となりました。保険税の調定額に対す

る徴収率は７３.８％で、前年度と比較しまして１.９ポイントの増でございます。 

 続きまして、１８５、１８６ページをお開き願います。 

 国民健康保険事業特別会計歳入合計でございます。１８６ページの一番下の段、調定額の合計は３３

億５,１４０万５,６１３円、収入済額の合計は３０億９,６８８万１,９００円で、調定額に対する収入

率は９２.４％でございます。 

 続きまして、歳出でございます。２０５、２０６ページをお開き願います。 

 国民健康保険事業特別会計歳出合計でございます。左側２０５ページ一番下の段をご覧ください。予

算現額の合計は３０億５,８７２万２,０００円、支出済額の合計は３０億３,３４６万４,８１９円で、

予算現額に対する執行率は９９.２％でございます。 

 次に、介護保険事業特別会計でございます。２１５、２１６ページをお開き願います。 

 まず、歳入でございます。第１款保険料、右側２１６ページ一番上の段、収入済額は５億５,５６４

万３９１円。不納欠損額は１３０万８,２００円で、３１人分でございます。収入未済額は７９５

万２,０４０円で、実人数１８６人分が収入未済となりました。調定額に対する徴収率は９８.４％で、

前年度と比較しまして０.２ポイントの増でございます。 

 ２２５、２２６ページをお開き願います。 

 介護保険事業特別会計歳入合計でございます。右側２２６ページ一番下の段、調定額の合計は２２

億５,８７４万５,６１１円、収入済額の合計は２２億４,９４８万５,３７１円で、調定額に対する収入

率は９９.６％でございます。 
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 続きまして、歳出でございます。２４３、２４４ページをお開き願います。 

 一番下の段をご覧ください。介護保険事業特別会計の歳出合計でございます。予算現額の合計は２２

億７,５３８万円、支出済額の合計は２１億２,１３１万５,８６０円で、予算現額に対する執行率

は９３.２％でございます。 

 次に、後期高齢者医療特別会計でございます。２５３、２５４ページをお開き願います。 

 まず歳入でございます。第１款保険料、右側２５４ページの一番上の段、収入済額は２億９８７

万４,２００円。不納欠損額は２６万２,１００円で、８人分でございます。収入未済額は１１１

万８,０００円で、実人数４１人分が収入未済となりました。保険料の調定額に対する徴収率

は９９.３％で、前年度と比較しまして０.２ポイントの増でございます。 

 次のページ、２５５、２５６ページをお開き願います。 

 後期高齢者医療特別会計歳入合計でございます。２５６ページ一番下の段、調定額の合計は２

億７,２９９万２,６９７円、収入済額の合計は２億７,１６１万２,５９７円で、調定額に対する収入率

は９９.５％でございます。 

 続きまして、２５９、２６０ページをお開き願います。 

 一番下の段をご覧ください。後期高齢者医療特別会計歳出合計でございます。予算現額の合計は２

億７,１２８万４,０００円、支出済額の合計は２億６,６７１万６,１５５円で、予算現額に対する執行

率は９８.３％でございます。 

 次に、農業集落排水事業特別会計でございます。２６９、２７０ページをお開き願います。 

 まず歳入でございます。右側２７０ページ上から４段目、第１款分担金及び負担金、１項分担金、１

目１節農業集落排水事業費分担金でございます。収入済額は４４８万９,９００円で、内訳は備考欄記

載のとおりでございます。収入未済額は１６４万６,４００円で、分担金４１人分でございます。 

 続きまして、同じページ中ほど、第２款使用料及び手数料、１項使用料、１目１節農業集落排水使用

料でございます。収入済額は５,５７２万７,１５３円で、内訳は備考欄記載のとおりでございます。収

入未済額は５６万７,６８５円で、６２人分が収入未済となりました。 

 次のページ、２７１、２７２ページをお開き願います。 

 歳入合計でございます。右側２７２ページ一番下の段、調定額の合計は３億２,４３７万５,１３５円、

収入済額の合計は３億２,２１６万１,０５０円で、調定額に対する収入率は９９.３％でございます。 

 続きまして、農業集落排水事業特別会計歳出でございます。２７５、２７６ページをお開き願います。 

 一番下の段、予算現額の合計は３億２,０９７万２,０００円、支出済額の合計は３億１,７３７

万５,８１６円で、予算現額に対する執行率は９８.９％でございます。 

 続きまして、２７９、２８０ページをお開き願います。 

 一般会計、特別会計実質収支に関する調書でございます。実質収支額の各会計総合計額は、２８０ペ

ージの右下にありますように、６億５,１６０万９,４３３円で、一般会計及び特別会計は黒字決算とな

りました。 

 各会計の収支につきましては町長からの説明にありましたので、私のほうからは省略させていただき

ます。 
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 次に、２８３、２８４ページをお開き願います。 

 財産に関する調書でございます。１の公有財産（１）土地及び建物についてご説明いたしま

す。２８３ページ一番下の段、総合計欄をご覧ください。まず、土地につきましては、決算年度中増減

高４万７１.４６平方メートルの減でございます。主な理由といたしましては、富士山南公園整備に伴

う用地取得及び生沼家住宅敷地の寄附による増と、公共下水道事業の公営企業会計移行などによるもの

でございます。次に、建物につきましては、右側２８４ページ一番下の段、右から２列目にございます。

延べ面積合計の決算年度中増減高は４９１.４０平方メートルの減でございます。内容といたしまして

は、公共用財産では生沼家木造住宅、石蔵等の寄附による増と公共下水道の公営企業会計移行による減、

普通財産では旧ふざかし保育所の解体撤去による減でございます。 

 続きまして、次のページ、２８５ページをお開き願います。 

 （２）並木杉でございます。並木杉は、決算年度中の増減はございませんでした。 

 次に（３）出資による権利でございます。表の下から２段目の欄、公益信託上三川町ふるさと人材育

成奨学基金において、決算年度中増減高が２３８万１,１８６円の減となっております。これは、主に

学資給付によるもので、奨学件数は１０件でございました。これによりまして、出資による権利の決算

年度末現在高の合計は１億５４４万１,１６８円となりました。 

 次に（４）有価証券でございます。有価証券につきましては、決算年度中の増減はございませんでし

た。 

 次に、２８６ページ（５）無体財産権でございます。無体財産権につきましても、決算年度中の増減

はございませんでした。 

 次に、２の物品でございます。詳細につきましては、表のとおりでございますので、省略させていた

だきます。 

 続きまして、次のページ、２８７、２８８ページをお開き願います。 

 ３の債権でございます。住宅新築資金貸付金等の決算年度中の増減高は１９万４,４００円の減で、

表記載のとおり返済がございましたので、決算年度末現在高は２,４７９万４,８００円でございます。 

 続きまして、４の基金でございます。基金全体の決算年度末の現在高は６８億３,４４９万２,３３８

円でございます。 

 個別の基金につきましては、記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。 

 次に、２９１、２９２ページをお開き願います。 

 印紙等購買基金運用状況調書でございます。印紙、証紙につきましては、旅券事務執行等に伴う印紙、

証紙の購入及び売りさばきでございます。決算年度末現在高はここに記載のとおりですので、説明は省

略させていただきます。 

 以上で、一般会計、特別会計決算書の主な内容について説明を終わります。 

○議長【石﨑幸寛君】 上下水道課長。 

○上下水道課長【川島勝也君】 続きまして、「令和元年度上三川町水道事業会計剰余金の処分及び決

算の認定について」、ご説明いたします。 

 ２９５、２９６ページをお開きください。 
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 決算報告書（１）収益的収入及び支出の収入でございます。第１款水道事業収益は、決算額６

億２,３７０万９,６１４円で、対前年度比０.７％の減でございます。第１項営業収益４億９,６３６

万８,０１７円は、主に水道料金と加入金でございます。第２項営業外収益１億２,７３４万１,５９７

円は、主に長期前受金戻入と一般会計からの補助金でございます。 

 次に、支出でございます。第１款水道事業費用、決算額は５億５,１２６万５,４６４円で、対前年度

比２.９％の増でございます。第１項営業費用４億９,８５７万７,５１２円は、主に経常経費と減価償

却費でございます。第２項営業外費用５,２６８万６,４４０円は、企業債支払利息等でございます。 

 次のページ、２９７、２９８ページをお開きください。 

 （２）資本的収入及び支出の収入でございます。第１款水道事業収入は、決算額６,７７９

万９,６３２円で、対前年度比１.４％の減でございます。主な収入ですが、第２項出資金５,５５０万

円は、一般会計からの出資金でございます。第３項負担金１,２２９万９,６３２円は、消火栓設置及び

下水道工事に伴う配水管布設替等の負担金でございます。 

 次に、支出でございます。第１款水道事業支出は、決算額２億６,１２１万８,２９５円で、対前年度

比４.１％の減でございます。第１項建設改良費１億２,７５３万３,０２３円は、配水管布設等の工事

請負費でございます。第２項企業債償還金１億３,３６８万５,２７２円は、企業債の元金償還金でござ

います。 

 なお、２９７ページの下段に表示しております決算額において、資本的収入額が資本的支出額に不足

する額１億９,３４１万８,６６３円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度分損

益勘定留保資金をもって補填したものでございます。 

 続きまして、次のページ、２９９ページをお開きください。 

 令和元年度損益計算書についてご説明いたします。この計算書は、水道事業の１年間の収益と費用の

状態を明らかにしたものを税抜きで表したものでございます。 

 まず、１の営業収益より２の営業費用を差し引いた営業利益は、一番右の列の中段になります

が、３,０２４万２,６９３円のマイナスでありました。次に、３の営業外収益から４の営業外費用を差

し引いた営業外収支は、一番右列の下から２段目にありますように、９,２８６万３,４０２円でござい

ました。営業利益と営業外収支を足しました経常利益は、最下段にありますように６,２６２万７０９

円となりました。 

 続きまして、次の３００ページに移ります。 

 ５の特別利益はございませんでした。６の特別損失は１,４００円のマイナスでございました。当年

度純利益は、一番右の列の上から２段目にありますように６,２６１万９,３０９円で、対前年度

比２５.４％の減となりました。なお、前年度繰越金はございませんでしたので、当年度末処分利益剰

余金は当年度純利益と同額となります。 

 続きまして、３０１、３０２ページをお開きください。 

 剰余金計算書についてご説明いたします。この計算書は、それぞれの項目ごとに剰余金がその年度中

にどのように変動したかを示す表でございます。当年度末の利益剰余金合計残高は、３０２ページの最

下段の表、右から２列目にありますように、当年度末処分利益剰余金の６,２６１万９,３０９円を加え
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ました１０億１６５万６,２５９円となりました。 

 続きまして、３０３ページをお開きください。令和元年度剰余金処分計算書（案）でございます。先

ほど損益計算書で説明しました当年度未処分利益剰余金の６,２６１万９,３０９円のうち４,２６１

万９,３０９円を減債積立金の積立てとして処分し、未処分残高２,０００万円を繰越利益剰余金として

翌年度に繰り越すものでございます。 

 次に、３０４ページのキャッシュ・フロー計算書についてご説明いたします。 

 キャッシュ・フロー計算書とは、企業の一定期間内における実際の現金預金の流れを表したものでご

ざいます。１の業務活動及び２の投資活動、３の財政活動のキャッシュ・フローによる資金増減額は、

下から３段目になりますが、１億４,０７０万３,２２３円の増加となり、昨年度末残高であります５の

資金期首残高と合わせた６の資金期末残高は２３億４,３７３万５,６３７円でございました。 

 続きまして、３０５ページをお開きください。 

 貸借対照表についてご説明いたします。この表は、水道事業の財政状況を明らかにするため、令和元

年度末における全ての資産、負債及び資本を総括的に示すものでございます。まず、資産の部でござい

ますが、１の固定資産と２の流動資産を合わせました資産合計は、一番右の列の最下段になります

が、９６億６,６１９万５,８８２円となりました。 

 次に、３０６ページの負債の部でございますが、３の固定負債と４の流動負債、５の繰延収益を合わ

せました負債合計は、一番右の列の下から２段目にありますように２９億８,７１０万２,１３６円とな

りました。 

 次に、資本の部でございますが、６の資本金と７の剰余金を合わせました資本合計は、次の３０７ペ

ージの一番右の列の下から２段目にありますように６６億７,９０９万３,７４６円となりました。また、

負債合計と資本合計を合わせた負債資本合計は９６億６,６１９万５,８８２円となり、この額は２ペー

ジ前の３０５ページの最下段の資産合計と同額になるものでございます。 

 また、３１０ページからは決算付属書類を添付しております。内容につきましては、この後予定され

ております決算特別委員会でご説明をいたします。 

 以上で、「令和元年度上三川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」の説明を終わら

せていただきます。 

 続きまして、「令和元年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、ご説明

させていただきます。 

 ３３３、３３４ページをお開き願います。 

 決算報告書（１）収益的収入及び支出の収入でございます。第１款下水道事業収益は、決算額８

億２,９３２万３,４９７円でございます。第１項営業収益３億７０３万４６４円は、主に下水道使用料

でございます。第２項営業外収益５億２,２２９万３,０３３円は、主に長期前受金戻入と一般会計から

の補助金及び国庫補助金でございます。 

 次に、支出でございます。第１款下水道事業費用、決算額は８億７８７万３,０８９円でございます。

第１項営業費用７億４５８万１,２７６円は、主に経常経費と減価償却費でございます。第２項営業外

費用１億１４１万３,２５０円は、企業債支払利息等でございます。 
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 次のページ、３３５、３３６ページをお開き願います。 

 （２）資本的収入及び支出の収入でございます。第１款下水道事業収入は、決算額７億３,４２４

万６,３５１円でございます。主な収入ですが、第１項企業債２億２,３３０万円は、建設改良費に関わ

る企業債でございます。第２項出資金４,２１２万７,０００円は、一般会計からの出資金でございます。

第３項他会計補助金３億３,０６０万４,０００円は、一般会計からの補助金でございます。第４項国庫

補助金１億２,８２３万１,０００円は、建設改良費に関わる国庫補助金でございます。第５項負担

金９９８万４,３５１円は、受益者負担金でございます。 

 次に、支出でございます。第１款下水道事業支出は、決算額７億８,１４０万３,２４７円でございま

す。第１項建設改良費３億９,５１２万７,７４５円は、雨水整備や下水道管布設等の工事請負費でござ

います。第２項企業債償還金３億８,６２７万５,５０２円は、企業債の元金償還金でございます。 

 なお、３３５ページの下段に表示しております決算額において、資本的収入額が資本的支出額に不足

する額４,７１５万６,８９６円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と引継ぎ金及び当

年度分損益勘定留保資金をもって補填したものでございます。 

 続きまして、次のページ、３３７ページをお開きください。 

 令和元年度損益計算書についてご説明いたします。 

 まず、１の営業収益より２の営業費用を差し引いた営業利益は、一番右の列の中段になりますが、３

億９,９５８万８,７０５円のマイナスでありました。次に、３の営業外収益から４の営業外費用を差し

引いた営業外収支は、一番右の列の下から２段目にありますように、４億１,９０７万７,９４５円でご

ざいました。営業利益と営業外収支を足しました経常利益は、最下段にありますように１,９４８

万９,２４０円となりました。 

 続きまして、次の３３８ページになりますが、５の特別利益はございませんでした。６の特別損失は、

一番右の列の上から１段目になりますが,１８７万６,１６３円のマイナスでございました。当年度純利

益は、一番右の列の上から２段目にありますように１,７６１万３,０７７円となりました。なお、前年

度繰越金はございませんでしたので、当年度末処分利益剰余金は当年度純利益と同額となります。 

 続きまして、３３９、３４０ページをお開き願います。 

 剰余金計算書についてご説明いたします。当年度末の利益剰余金合計残高は、３４０ページの最下段

の表、右から２列目にありますように、企業会計適用初年度のため、当年度末処分利益剰余金と同額

の１,７６１万３,０７７円となりました。 

 続きまして、３４１ページをお開き願います。令和元年度剰余金処分計算書（案）でございます。先

ほど損益計算書で説明しました当年度未処分利益剰余金の１,７６１万３,０７７円を減債積立金の積立

てとして処分するものでございます。 

 次に、３４２ページのキャッシュ・フロー計算書についてご説明いたします。 

 １の業務活動、２の投資活動及び３の財政活動のキャッシュ・フローによる資金増減額は、下から３

段目になりますが、１億２,７３１万２,８５９円の増加となり、６の資金期末残高は、企業会計初年度

のため同額でございます。 

 続きまして、３４３、３４５ページをお開きください。 
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 貸借対照表についてご説明いたします。まず、資産の部でございますが、１の固定資産と２の流動資

産を合わせました資産合計は、一番右の列の最下段で、１３９億１,７２９万２,２４８円となりました。

負債の部でございますが、３の固定負債と４の流動負債、５の繰延収益を合わせました負債合計は、一

番右の列の下から２段目にありますように１３１億８,７４５万４,６３０円となりました。 

 次に、資本の部でございますが、６の資本金と７の剰余金を合わせました資本合計は、次の３４５ペ

ージの一番右の列の下から２段目にありますように７億２,９８３万７,６１８円となりました。また、

負債合計と資本合計を合わせた負債資本合計は、一番右の列の最下段で、１３９億１,７２９

万２,２４８円となり、この額は２ページ前の３４３ページの最下段、資産合計と同額になるものでご

ざいます。 

 また、３４８ページからは決算付属書類を添付しております。内容につきましては、この後予定され

ております決算特別委員会でご説明をいたします。 

 以上で、「令和元年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」の説明を終わ

らせていただきます。 

○議長【石﨑幸寛君】 提案理由の説明が終わりましたので、ここで監査委員の審査意見を求めます。

舘野代表監査委員。 

（代表監査委員 舘野治信君 登壇） 

○代表監査委員【舘野治信君】 お手元に配付されております「令和元年度上三川町一般会計・特別会

計歳入歳出決算、水道事業会計決算、下水道事業会計決算並びに基金運用状況等の審査意見書」につい

て、ご報告いたします。 

 朗読を省きまして主な内容についてのご説明といたしますので、ご了承いただきたいと存じます。 

 意見書の１ページでございます。「１の審査対象」から「４の審査の結果」でございますが、審査の

対象は、令和元年度の一般会計、特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計の決算であります。審査

は、事前の書類審査の後、８月１７、１８日の２日間、津野田監査委員とともに各課ヒアリングを行い

ました。 

 審査の方法でありますが、決算関係諸帳簿の他、内容確認のため、関係職員に対するヒアリングと、

令和元年度、令和２年度の例月現金出納検査及び令和元年度の定例監査の結果も参考にいたしました。 

 審査の結果につきましては、一般会計、特別会計の決算書、帳簿類を照合したところ正確であり、そ

れぞれの目的に従って執行され、内容も適正であると認められました。 

 水道事業会計、下水道事業会計につきましても、決算書、関係帳簿を審査した結果、適正なものと認

められました。 

 また、財産に関する調書につきましても適正に処理されておりました。 

 本町の財政全般を見た場合、財政指標はおおむね良い値を示しており、前年度８７.２％であった経

常収支比率は８０.５％に好転しております。また、起債残高についても、企業会計を含む町全体の残

高は減少してきております。適正な財政運営のためにも、歳入を中期的に予測し、計画的な財源確保策

を講じるとともに、事業実施による費用対効果を見極め、既存の施策、事業の再構築や最適化などに取

り組むことにより、持続可能な行財政運営を図っていただきたいと思います。 
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 また、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療においては、事業の健全な運営のため、引

き続き給付費の抑制の取組を進めるとともに、保険料滞納の抑制のため、徴収業務について努力してい

ただきたいと思います。 

 会計全般としては、不用額の削減について努力をされておりますが、一部の会計または科目において、

多額の不用額を生じている状況も見受けられました。引き続き、支出額をより的確に予測し、必要に応

じ減額補正等を行い、適切な予算の執行に努めていただきたいと思います。 

 ２ページをご覧ください。５の決算の概要についてご説明します。 

 （１）の総括でございますが、決算額は、一般会計と各特別会計を合わせ、歳入総額で１７０

億６,５８４万９,５７６円、歳出総額で１６２億５,７３０万７,７１３円となっております。一般会計

は、翌年度へ繰り越すべき財源１億５,６９３万２,４３０円を差し引いた実質収支額は４億５,０３４

万１,１６５円、特別会計は、翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額で２億１２６万８,２６８

円となっており、いずれも黒字決算を計上しております。 

 なお、各会計の決算額は、表１のとおりでございます。 

 ３ページでございます。（２）の一般会計についてご説明します。「アの歳入について」でございま

すが、総額は１１１億２,５７０万８,６５８円、前年度と比較すると４億８,１４８万３,４１８円の増

となっております。歳入に占める自主財源は６７億９,０６０万２,５９７円、構成比で６１.０％、う

ち、町税は６０億４３７万９,３２６円で、徴収率は９６.３％、前年度と比較しますと０.２ポイント

上昇しております。町税の徴収率については、法人町民税については低下しておりますが、他の税目に

ついては上昇しており、全体としては、徴収率は上昇しております。町税は、歳入の根幹をなす重要な

ものであり、負担公平の観点からも、徴収率の向上のための努力を求めるものであります。 

 歳入全体としては、他団体に比べ自主財源比率は高いほうであるものの、本町の財政事情として、法

人町民税の変動に伴い、各年度の増減の差が大きく、歳入は不安定であることから、今後とも中長期的

な計画に基づいて財源の確保に努めていただきたいと思います。 

 ４ページでございます。「イの歳出について」でございますが、総額１０５億１,８４３万５,０６３

円、前年度と比較すると３億３,３９９万１,２０９円の増となっております。歳出に占める構成比では、

民生費３６.３％、土木費１４.３％、教育費１１.３％の順になっております。性質別構成比では、扶

助費２２.８％、物件費１５.８％、人件費１４.８％の順になっております。 

 歳出全般で見ますと、減少しているものもありますが、昨年度と比較し総じて増加に転じており、財

政への影響が懸念されることから、事業実施による費用対効果を見極め、既存の施策、事業の再構築や

最適化に取り組むことにより、持続可能な行財政運営を図っていただきたいと思います。 

 ５ページでございます。（３）の特別会計についてご説明します。 

 「アの国民健康保険事業」でございますが、歳入総額３０億９,６８８万１,９００円、歳出総額３０

億３,３４６万４,８１９円で、歳入歳出差引額は６,３４１万７,０８１円となっております。歳入の保

険税の徴収率は７３.８％で、前年度と比較すると１.９ポイント上昇しております。 

 歳出の保険給付費は１９億５,２５７万６,９９９円で、前年度と比較すると３,５５７万３,３１７円

の増となっております。 
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 歳入においては、保険税の収入未済額の削減、徴収率の向上、歳出においては、保険給付費の抑制に

努力され、財政運営の安定化を求めるものであります。 

 「イの介護保険事業」でございます。歳入総額は２２億４,９４８万５,３７１円、歳出総額は２１

億２,１３１万５,８６０円で、歳入歳出差引額は１億２,８１６万９,５１１円となっております。保険

料の収入未済額は昨年より減少し、徴収率も向上しているので、引き続き解消に向けた努力をお願いい

たします。 

 「ウの後期高齢者医療」でございますが、歳入総額は２億７,１６１万２,５９７円、歳出総額は２

億６,６７１万６,１５５円、歳入歳出差引額は４８９万６,４４２円となっております。保険料の収入

未済額が減少し、徴収率も昨年より向上しているので、引き続き解消に向けた努力をお願いいたします。 

 「エの農業集落排水事業」でございますが、歳入総額は３億２,２１６万１,０５０円、歳出総額は３

億１,７３７万５,８１６円、歳入歳出差引額は４７８万５,２３４円となっております。４つの処理区

域の接続率は向上しているものの、まだ地域間では大きな格差があるため、引き続き、接続率の向上を

努力していただきたいと存じます。 

 ６ページでございます。（４）の水道事業会計についてご説明いたします。 

 収益的収支では、純利益６,２６１万９,３０９円でありますが、今後も配水管布設工事、企業債元利

償還による支出があることから、給水区域内の接続推進に努め、健全経営への努力が必要と思われます。

給水状況でありますが、給水人口は２万８,０２２人、行政区域内普及率は８９.６％となっております。

普及率及び給水原価は、まだ改善の余地があると思われますので、一層の努力をお願いいたします。 

 ７ページでございます。（５）下水道事業会計についてご説明します。 

 収益的収支では、純利益１,７６１万３,０７７円でありますが、歳入は一般会計補助金に依存してお

り、加えて企業債元利償還による支出もあることから、大変厳しい運営状況にあると思われます。平

成３１年４月１日からの地方公営企業法適用後、最初の決算年度でもありましたが、接続人口は２

万１,６９２人で、普及率７９.６％、接続率８７.１％となっております。下水道未整備地区の整備を

進めるとともに、加入促進等による接続率向上に一層の努力をお願いいたします。 

 ８ページでございます。（６）の財産について、主なもののみについてご説明します。 

 「アの公有財産」の「（ア）の土地及び建物」についてでございますが、土地は９０

万７,２４１.９０平方メートルで、公共下水道の企業会計化による減、建物は１０万２,８６０.１２平

方メートル、旧ふざかし保育所の解体撤去による減及び公共下水道の企業会計化による減でありました。 

 ９ページでございます。「エの基金」についてでございますが、令和元年度末現在、基金としては、

積立てがあるものは１４基金で、総額６８億３,４４９万２,２２８円、前年度と比較すると２億４４１

万４,１８９円の増となっております。 

 （６）の町債の状況についてご説明します。令和元年度末の町債残高は、一般会計６２億６,８３６

万６,０００円、農業集落排水事業特別会計２５億７０８万１,０００円、企業債残高は、水道事業会

計１３億１,６８８万１,０００円、下水道事業会計５１億９,７０１万８,０００円となっております。 

 一般会計、特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計を合計した町債・企業債の合計残高は１５２

億８,９３５万１,０００円で、前年度と比較すると３億６,２７１万７,０００円の減となっております。
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引き続き適切な管理をお願いいたします。 

 １０ページでございます。（７）の財政指標の状況についてご説明します。 

 「アの財政力指数」は３か年平均で１.０６６、前年度より０.０６７ポイント低下しております。 

 なお、単年度ベースでは０.９５９、前年度より０.３４ポイント低下、１.０を下回り、普通交付税

の交付団体となっております。 

 「イの経常収支比率」は８０.５％で、前年度より６.７ポイント低下しております。 

 「ウの実質公債費比率」は５.１％で、前年度より０.７ポイント上昇したものの、早期健全化基

準２５.０％を大きく下回っております。 

 「エの将来負担比率」は、充当可能財源等が将来負担額を上回るため、算定されませんでした。 

 以上、決算審査の概要でございます。 

 決算審査の詳細につきましては、審査意見書をご参照いただきたいと存じます。 

 最後に、新型コロナウイルス感染症の拡大は、いまだ勢いが衰えず、経済、社会に甚大な影響を及ぼ

している状況にあります。決算審査における各課のヒアリングの中でも確認したところ、決算年度内に

おいても一部事業に影響が出ているということでありました。今年度、さらには来年度の財政運営は厳

しい状況になるものと推察されます。 

 先ほど述べましたとおり、財政指標はおおむね良好な値を示しておりますが、本町の特徴である町税

収入額の増減による財政運営の不安定化に注視し、歳入においては中期的計画に基づいた財源確保、歳

出においては義務的経費の縮小に向けた、安定した財政運営が図られることをお願いいたしまして、決

算審査の報告を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 会議途中でございますが、ここで休憩を入れます。２時１５分から開会いたし

ます。 

午後２時０２分 休憩 

 

午後２時１５分 再開 

○議長【石﨑幸寛君】 休憩前に復して会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 これから質疑を行います。 

 最初に、議案第７７号「令和元年度上三川町一般会計歳入歳出決算の認定について」の質疑をお願い

いたします。６番、志鳥勝則君。 

○６番【志鳥勝則君】 何点か質問させていただきます。 

 まず、１点目なんですけどもが、決算書の１４ページ、この決算書の右の欄に不納欠損額というふう

なことで２,３５９万何がしとなってますけども、この不納欠損額の内容について、どのようなものが

あるのかということです。というのは、不納欠損する場合には、時効という年限を経過したもの、ある

いは、どうしてもこの人は税金が取れそうもないと、経済的理由で、そういったときに、滞納処分の執

行停止というものをして、それを３年間経過した後に、どうしても取れないときに不納欠損ということ
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でやるかと思うんですけども、この滞納と時効と、滞納処分の執行停止による不納欠損の割合はどれく

らいあるのかということと、あと、固定資産税のほうで１,７９４万３,０００何がしの不納欠損があり

ますけども、固定資産を所有している人は、持ってる土地を換価することによって担税能力が十分ある

かと思うんですけども、これらの滞納者の状況についてお伺いいたします。 

 それと、２６ページの土木使用料、３節ですかね、町営住宅の使用料なんですけども、収入未済額と

いうことで、滞納繰越分も含めて２６６万１,７００円という金額がありますけども、町営住宅の入居

申込みのときには、保証人というのが必ずつくかと思うんですけども、これらの保証人に対しての請求

はどのように行っているのかということをお伺いいたします。 

 また、４６ページなんですけども、４６ページの３項貸付金元利収入ということで、２目の住宅新築

資金等貸付金元利収入ということで、収入未済額が２,９６８万９,０４６円というふうなことで、返済

者が５人、６人という説明を受けましたが、これ、毎年説明してるんですけども、このままの状況で町

が今までどおりにいくと、５０年でも１００年でも２００年でも、この制度が続く限り、こういった形

で載ってきてしまうと。何かの方法で、これを、税金と同じように不納欠損という処分はできないのか、

そういった方法はあるのかないのかということです。 

 それと、６８ページですか。６８ページの徴税費、税務総務費の中の２３節償還金、利子及び割引料

ということで、当初予算が３,０４５万２,０００円を組んでおります。支出済額が２,３７１

万９,２８１円、不用額が６７３万２,７１９円ということで、多額の金が不用額となっておりますが、

予備費より充当ということで５万２,０００円、予備費より充当してます。私が見る限り、当初もらっ

た予算に６７０万何がしの不用額があるというところ、何も５万２,０００円の、予備費から充用がど

ういう理由でやってるのか、ちょっと考えられないということ、その辺のところです。 

 長くなりますので、その辺でもう終わりにしたいと思うんですけどもが、執行部の答弁を求めたいと

思います。 

○議長【石﨑幸寛君】 執行部の答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長【海老原昌幸君】 ただいまの志鳥議員のご質問にお答えいたします。 

 まず１点目、不納欠損額の２,３５９万１,０６６円、こちらの内訳ということでございますが、不納

欠損につきましては、５年による時効、そちらが２,２０６万３５８円、執行停止、滞納処分の停止で

ございますが、こちらが３年でございますが、こちらにつきましては１５３万７０８円ということで、

内訳、割合で計算いたしますと、５年時効が９３.５％、執行停止３年につきましては６.５％の割合と

なってございます。 

 また、不納欠損の固定資産税ということでございますけれども、不納欠損、そちらに至るまでですね、

こちらでは未納という形、滞納の方につきましては督促、そしてそれでも納付がない場合、催告を行っ

ておるところでございますけれども、納付がない場合、そうした場合においては、再三にわたって自主

納付をお願いしているところでございますけれども、それでも納付がない場合は、滞納処分の執行に向

けた財産調査ということで調査をいたします。その際に当然、給与、預貯金、生命保険また固定資産、

ですから不動産等も当然処分ということで、財産調査をいたしております。ただ、その財産調査の中で

ですね、やはり、相談の中で、分割で納税したいといった方も当然いらっしゃいます。ただ、その中で
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も、それ以外につきまして、例えば固定資産税については、当時は持っていたけれども、現在はやはり

破産したり財産がもう既になくなったり、そういった、あとは、例えば仕事の、就労の見込みが立たな

い高齢者の方、そういった方もいらっしゃって、あとは、亡くなって財産もない、相続人もいない、そ

ういった場合もあります。そういった中で不納欠損に至ってしまっているという状況も中にはございま

す。あとは不動産、固定資産以外にも他の税についても課税されていて、例えば国保税、介護保険料、

そういったもので当然かかっていらっしゃる方もいらっしゃるので、そういった中で、例えば分割での

納付ということで相談があれば、サービスとか保険の関係もございますので、そちらに回すということ

もありますので、そうした中で、こういった不納欠損という形に至ってしまっているところはございま

すが、基本的には財産、そういったものを調査して、できるだけ納めていただくように、こちらでも担

税力、納税の資力を十分調査しながら行っているところでございますが、そうした中で、固定資産以外

につきましても残ってしまっているということもございます。 

 あともう１点、歳出のほうでご質問がございました。６８ページの徴税費の２３節、予備費より充

当５万２,０００円、こちらにつきましては、予備費充当につきましては、年度当初、４月におきまし

て、固定資産税の償却資産におきまして、企業の修正申告により過年度分の還付金が生じ、それに伴う

還付金予算に不足が生じたことから、予備費より充当して早急に還付処理をしたところでございます。

その後、こちら４月でございましたので、その後の還付に対応するため、不足した予算を６月に補正い

たしました。なお、当初予算につきましては、償還金につきましては１,７００万円の予算を組んでい

たところでございます。 

 以上でございます。 

○議長【石﨑幸寛君】 建築課長。 

○建築課長【柴 光治君】 志鳥議員のご指摘の未済額２６６万１,７００円でございますが、連帯保

証人の方に請求ということでございますが、現状としては、実施しておりません。自主納付を原則とし

てしているところでございます。 

 なお、４月より、督促につきましては強化を図っているところでございます。７月末日の未済額

は１６９万６,７２０円という状況になっております。今後におきましても、未収金の解消に向けまし

て、強い意志を持った形で進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【石﨑幸寛君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【梅沢正春君】 住宅資金の貸付けの返済の件でございますが、議員おっしゃってまし

たように、これまで何度かご質問いただいておりますが、お答えとしましては、これまでと同様、返済

していただいている方が、このように２２万という額でありますが、いる以上、もうこれまでに返済さ

れた方との不公平ということもございますので、町としましては、引き続き返済を求めていきたいと考

えております。なお、不納欠損可能かどうかということもございましたが、その件につきましては、今

後研究させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長【石﨑幸寛君】 ６番、志鳥勝則君。 
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○６番【志鳥勝則君】 １４ページの税金の不納欠損の件なんですけども、ある人に言われたんです。

固定資産税の不納欠損というのはないだろうと。土地はあるんだから、それをどうしても納めてもらう

ためには、財産の換価というものがあるんじゃないかと。そこまで税務課はやってるのかなというふう

な話をされたんですよ。結局、給与所得者なんかは、給与の差押えというのを実際やられてるんですよ

ね。私のとこに泣きついてきた納税者がいるんです。農協の口座が二口差し押さえられちゃった、どう

しようというふうな話で来たんですけども、そういった差押えしやすいものは差し押さえて、固定資産

税みたいのは換価できる財産があるのに、なぜやらないんだというような話も、その人が私にしました。

今、担当課長から答弁がありましたけども、軽自動車なんかは、やはりタイヤのロックなんということ

で、税務課でチラシなんか出してますけども、固定資産税なんかも、本当に納める気がなくて納めない

ような人に対しては、抵当権の設定ということも十分今までやったことがあるものと思うので、それら

も頭に入れてやっていただきたいなと、納税の平等の原則、これに従って事務執行していただければな

というふうに思います。 

 次に、町営住宅の件なんですけども、これらについても、なかなか保証人までいけないというのが現

状かもしれないですけども、保証人まではいかなくても、徴収努力をこれからもやっていただきたいな

というふうに思います。例えばこれ、町営住宅だからこれで済みますけども、民間だと、もう退去をし

てくださいという話にいっちゃうわけですよ。それぞれの生活状況もあるかと思うんですけども、徴収

に努力していただければというふうに思います。 

 それと今度、次に、また６８ページの税金の件なんですけどもが、３,０００万、先の予算をもらっ

たんですから、１,７００万程度の還付加算金、そして諸税還付金が予算化されてるので、年度当初な

らなおさら、この全体的な予算の中で泳げて、年度末に足らなくなった、年度途中に足らなくなったよ

うなときに初めて補正増額と。でも、足らなかった場合には、最後に予備費流用とか節内流用とかとい

うふうなやり方が一番合理的なやり方だと思います。そうすることによって、もらった予算を６７０万

も余らせるなんていうことはしなくてもいいと思うんです。この６７０万を早いうちに使う見込みがな

いからというふうに補正を組んでおけば、この６７０万が、補正予算のときに、他の課で欲しいときに

予算がまわせるわけですよ。その辺のところは財政担当課長辺りもよく理解してるかと思うんですけど

も、ちょっとやり方が、私からすればもったいないやり方だなと。こういうやり方を今してるのかなと、

何でだろうというふうな部分にたってやったものです。前回の決算の質疑のときにも、私、これと同じ

ことを質問しましたけども、当初にこういうことがあったからというふうな答弁でした。当初なら、全

体的にもらった予算の中で十二分に泳げると。年度経過して足らなければ補正だと。年度末にどうして

も足らなければ、節内流用だと。あるいは、節内で流用できないときには、予備費充当だと。これが予

算の使っていく順番ではないのかなというふうに思います。 

 以上をもって私の質問を終わりますけども、来年度は、ぜひとも、このようなことがないように、ち

ょっと研究しながら予算を使ってみてください。 

 以上で質問を終わります。 

○議長【石﨑幸寛君】 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長【石﨑幸寛君】 質問なしと認めます。これで議案第７７号の質疑を終わります。 

 次に、議案第７８号「令和元年度上三川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

から議案第８３号「令和元年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」まで

の６議案につきましては、一括して質疑をお願いいたします。質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 質疑なしと認めます。これで議案第７８号から議案第８３号までの質疑を終わ

ります。 

 お諮りいたします。ただいま上程中の議案第７７号から議案第８３号までにつきましては、議会運営

委員長報告のとおり、決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。ご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 異議なしと認めます。したがって、決算特別委員会を設置し、これに付託し、

審査することに決定いたしました。 

 決算特別委員の定数につきましては、各常任委員会から３人の計６人及び副議長とし、７人をもって

構成したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 異議なしと認めます。したがって、決算特別委員の定数は７人と決定いたしま

した。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 ここで、各常任委員会からの決算特別委員選考のため、暫時休憩いたします。 

 この間に各常任委員会で協議し、３人の委員を選考してください。 

午後２時３４分 休憩 

 

午後２時３９分 再開 

○議長【石﨑幸寛君】 休憩前に復しまして会議を開きます。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 各常任委員会における決算特別委員の選考結果について、これより、委員長の

報告を求めます。 

 初めに、総務文教常任委員長の報告を求めます。総務文教常任委員長、８番、稲川 洋君。 

○８番・総務文教常任委員長【稲川 洋君】 総務文教常任委員会からは、私、稲川、副委員長の海老

原、それに田﨑幸夫議員が決算特別委員として出ることになりました。 

 以上です。 

○議長【石﨑幸寛君】 次に、産業厚生常任委員長の報告を求めます。産業厚生常任委員長、１２番、

稲見敏夫君。 

○１２番・産業厚生常任委員長【稲見敏夫君】 産業厚生常任委員は、私、稲見、副委員長の神藤、あ

と志鳥議員です。 
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○議長【石﨑幸寛君】 決算特別委員の選任についてお諮りいたします。 

 総務文教常任委員会、稲川 洋君、海老原友子君、田﨑幸夫君、産業厚生常任委員会、稲見敏夫君、

神藤昭彦君、志鳥勝則君、以上６人に副議長を加え、７人の委員を指名したいと思います。ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 異議なしと認めます。したがって、ただいまの指名した委員を選任することに

決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 ここで決算特別委員会の正副委員長の互選のため暫時休憩いたします。委員に

選任された方は応接室にお集まりください。 

午後２時４１分 休憩 

 

午後２時４４分 再開 

○議長【石﨑幸寛君】 休憩前に復して会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 正副委員長の互選の結果について、代表者より報告を求めます。１３番、髙橋

正昭君。 

○１３番【髙橋正昭君】 委員長に神藤議員、副委員長に海老原友子議員。 

 以上であります。 

○議長【石﨑幸寛君】 ただいま報告のとおり、委員長に神藤昭彦君、副委員長に海老原友子君と決定

いたしました。 

 お諮りいたします。会議規則第４６条第１項の規定により、決算特別委員会に付託しました議案

第７７号から議案第８３号までについては、９月９日までに審査を終了するよう、期限をつけることに

したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【石﨑幸寛君】 異議なしと認めます。したがって、議案第７７号から議案第８３号までについ

ては、９月９日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【石﨑幸寛君】 本日はこれで散会といたします。 

 なお、明日３日は午前１０時から一般質問を行います。大変お疲れさまでした。 

午後２時４５分 散会 


